
令和4年6月29日　　　役員会承認
令和5年3月29日改定　役員会承認
令和6年3月27日改定　役員会承認
令和7年3月19日改定　役員会承認

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

Ⅰ　教育

1

複眼的な思考力や統合的な理解力
を身に付けることを目的とした副専
攻の再編成を行うとともに、社会変
化による新たなニーズへの対応と持
続可能な社会の発展に寄与する人
材の育成に向け、学際的または文理
融合型や課題探求型をテーマとした
教育カリキュラムの提供を行う。
（中期計画2-2）

①学生調査に基づく副専攻の教育充実度
【毎年度実施する副専攻修了者に対する学生
調査により総合的に把握できる評価指標（教
育充実度）を確立（令和４年度新規取組）し、第
４期中期目標期間最終年度までに教育充実度
を向上させる。】

②学際的または文理融合型や課題探究型を
テーマとするカリキュラムのうち、特にSDGsや
数理・データサイエンスに関連する目標が設
定された科目数
【新たにSDGsや数理データサイエンスに関連
する目標が設定された科目を提供（令和４年
度新規取組）し、第４期中期目標期間を通じて
該当科目数を増加させる。】

※学生の登録者数、履修者数については、進
捗管理の中で確認・検証を行っていく。

・副専攻の再編成の検討に
向けて、副専攻などの達成
度を総合的に把握できる評
価指標（教育充実度）を確
立し、学生調査により評価
を行う。

・SDGsや数理データサイエ
ンスに関連する目標が設定
された科目を明確化し、学
生に周知する。

・副専攻の再編成の検討に
向けて、学生調査により教
育充実度を測り、必要に応
じて教育充実度の向上に資
する取組を行う。

・SDGsや数理データサイエ
ンスに関連する目標が設定
された科目を継続的に増加
させる。

・副専攻の再編成の検討に
向けて、学生調査により教
育充実度を測り、必要に応
じて教育充実度の向上に資
する取組を行う。

・SDGsや数理データサイエ
ンスに関連する目標が設定
された科目を継続的に増加
させる。

・副専攻の再編成に向け
て、学生調査により教育充
実度を測り、必要に応じて
教育充実度の向上に資す
る取組を行う。

・SDGsや数理データサイエ
ンスに関連する目標が設定
された科目を継続的に増加
させる。

・令和７年度までの教育充
実度の状況を踏まえ、必要
に応じて副専攻の再編成を
行う。

・学生調査により教育充実
度を測り、必要に応じて教
育充実度の向上に資する
取組を行う。

・SDGsや数理データサイエ
ンスに関連する目標が設定
された科目を継続的に増加
させる。

・副専攻の再編成の検討結
果を踏まえ、学生調査によ
り教育充実度を測り、必要
に応じて教育充実度の向上
に資する取組を行う。

・SDGsや数理データサイエ
ンスに関連する目標が設定
された科目を継続的に増加
させる。

2

沖縄そして世界が直面する経済格差
の拡大や気候変動などの課題解決
に繋げるため、SDGsの観点を取り入
れた教育研究活動等を推進するとと
もに、学内外の多様なステークホル
ダーとの連携・協働を通して得られ
た知見と成果を積極的に発信する。
（中期計画８）

①SDGsに関する本学構成員の意識度
【学内コミュニケーションによるSDGsに関する
意識啓発と自発的行動を促し、毎年度実施す
る本学構成員へのアンケート調査における
SDGsへの意識が高い構成員の割合（令和２年
度実績＝教職員：29％、学生：令和４年度新規
取組）を第４期中期目標期間最終年度におい
て60％（２倍）以上に増加させる。】

②島嶼地域等におけるSDGs達成に向けた学
内外のステークホルダーとの連携・協働
【島嶼地域等におけるSDGs課題解決に向けた
学内外のステークホルダーとの連携・協働等
の取組件数（第３期中期目標期間中実績見込
み：26件）を第４期中期目標期間最終年度まで
に100件（約４倍）以上に増加させる。】

③SDGs推進室Webサイトへのアクセス数
【島嶼地域等におけるSDGs課題解決に資する
知見等を発信し、第４期中期目標期間におけ
る年平均アクセス数（令和３年度実績見込み：
5,400件/年）を8,500件（1.5倍）以上に増加させ
る。】

・シンポジウムやワーク
ショップ等の開催および
SDGsの観点を取り入れた
教育研究活動等の推進に
より、SDGsへの意識が高い
構成員の割合を35%以上と
する。

・SDGｓ関連プラットフォーム
等での活動等を通じて、
SDGｓに関連する課題解決
に向けた学内外のステーク
ホルダーとの連携・協働の
取組件数を40件以上とす
る。

・SDGsに関連する教育研究
活動等の取組および成果を
はじめ、SDGｓ関連情報を
「SDGｓ推進室Webサイト」に
おいて積極的に発信するこ
とにより、アクセス数を6,100
件以上とする。

・シンポジウムやワーク
ショップ等の開催および
SDGsの観点を取り入れた
教育研究活動等の推進に
より、SDGsへの意識が高い
構成員の割合を40%以上と
する。

・SDGｓ関連プラットフォーム
等での活動等を通じて、
SDGｓに関連する課題解決
に向けた学内外のステーク
ホルダーとの連携・協働の
取組件数を50件以上（第4
期累計）とする。

・SDGsに関連する教育研究
活動等の取組および成果を
はじめ、SDGｓ関連情報を
「SDGｓ推進室Webサイト」に
おいて積極的に発信するこ
とにより、アクセス数を6,900
件以上とする。

・シンポジウムやワーク
ショップ等の開催および
SDGsの観点を取り入れた
教育研究活動等の推進に
より、SDGsへの意識が高い
構成員の割合を45%以上と
する。

・SDGｓ関連プラットフォーム
等での活動等を通じて、
SDGｓに関連する課題解決
に向けた学内外のステーク
ホルダーとの連携・協働の
取組件数を60件以上（第4
期累計）とする。

・SDGsに関連する教育研究
活動等の取組および成果を
はじめ、SDGｓ関連情報を
「SDGｓ推進室Webサイト」に
おいて積極的に発信するこ
とにより、アクセス数を7,800
件以上とする。

・シンポジウムやワーク
ショップ等の開催および
SDGsの観点を取り入れた
教育研究活動等の推進に
より、SDGsへの意識が高い
構成員の割合を50%以上と
する。

・SDGｓ関連プラットフォーム
等での活動等を通じて、
SDGｓに関連する課題解決
に向けた学内外のステーク
ホルダーとの連携・協働の
取組件数を70件以上（第4
期累計）とする。

・SDGsに関連する教育研究
活動等の取組および成果を
はじめ、SDGｓ関連情報を
「SDGｓ推進室Webサイト」に
おいて積極的に発信するこ
とにより、アクセス数を8,800
件以上とする。

・シンポジウムやワーク
ショップ等の開催および
SDGsの観点を取り入れた
教育研究活動等の推進に
より、SDGsへの意識が高い
構成員の割合を55%以上と
する。

・SDGｓ関連プラットフォーム
等での活動等を通じて、
SDGｓに関連する課題解決
に向けた学内外のステーク
ホルダーとの連携・協働の
取組件数を80件以上（第4
期累計）とする。

・SDGsに関連する教育研究
活動等の取組および成果を
はじめ、SDGｓ関連情報を
「SDGｓ推進室Webサイト」に
おいて積極的に発信するこ
とにより、アクセス数を
10,000件以上とする。

・シンポジウムやワーク
ショップ等の開催および
SDGsの観点を取り入れた
教育研究活動等の推進に
より、SDGsへの意識が高い
構成員の割合を60%以上と
する。

・SDGｓ関連プラットフォーム
等での活動等を通じて、
SDGｓに関連する課題解決
に向けた学内外のステーク
ホルダーとの連携・協働の
取組件数を100件以上（第4
期累計）とする。

・SDGsに関連する教育研究
活動等の取組および成果を
はじめ、SDGｓ関連情報を
「SDGｓ推進室Webサイト」に
おいて積極的に発信するこ
とにより、アクセス数を
11,500件以上とする。
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3

「学士課程教育の質保証」を目的とし
て導入したカリキュラムおよび実施
体制の総称であるURGCC（琉大グ
ローバルシティズン・カリキュラム）の
取組を基盤とし、企業人など多様な
人々との協働による学びの環境と留
学やPBLなど積極的・能動的な授業
や学修機会の充実を図ることによ
り、幅広い教養を身に付けた人材を
育成する。
（中期計画2-1）

①積極的・能動的に多様な人々との協働学修
を経験した学生数
【第４期中期目標期間最終年度までに、第３期
中期目標期間（平成28年度～令和２年度）の
年平均（967人）から20％以上増加させる。】

②幅広い教養を身に付けた21世紀型市民
（URGCCの７つの学習教育目標を身に付けた
人材※）の育成にかかる教育充実度
　※自律性、社会性、地域・国際性、コミュニ
ケーション・スキル、情報リテラシー、問題解
決力、専門性
【学生および就職先企業等への調査により
URGCCの７つの学習教育目標の達成度を総
合的に把握できる評価指標（教育充実度）を確
立（令和４年度新規取組）し、学生調査等によ
り毎年度評価を行い、第４期中期目標期間最
終年度までに教育充実度を向上させる。】

・URGCCの取組を基盤と
し、企業人など多様な人々
との協働による学びの環境
と留学やPBLなど積極的・
能動的な授業や学修機会
の充実を図り、積極的・能
動的に多様な人々との協働
学修を経験した学生数を第
３期中期目標期間（平成28
年度～令和２年度）の年平
均値から３％以上増加させ
る。

・URGCCの７つの学習教育
目標の達成度を総合的に
把握できる評価指標（教育
充実度）を確立し、学生調
査等により評価を行う。

・URGCCの取組を基盤と
し、企業人など多様な人々
との協働による学びの環境
と留学やPBLなど積極的・
能動的な授業や学修機会
の充実を図り、積極的・能
動的に多様な人々との協働
学修を経験した学生数を第
３期中期目標期間（平成28
年度～令和２年度）の年平
均値から６％以上増加させ
る。

・学生調査等により教育充
実度を測り、必要に応じて
その向上に資する取組を行
う。

・URGCCの取組を基盤と
し、企業人など多様な人々
との協働による学びの環境
と留学やPBLなど積極的・
能動的な授業や学修機会
の充実を図り、積極的・能
動的に多様な人々との協働
学修を経験した学生数を第
３期中期目標期間（平成28
年度～令和２年度）の年平
均値から10％以上増加させ
る。

・学生調査等により教育充
実度を測り、必要に応じて
その向上に資する取組を行
う。

・URGCCの取組を基盤と
し、企業人など多様な人々
との協働による学びの環境
と留学やPBLなど積極的・
能動的な授業や学修機会
の充実を図り、積極的・能
動的に多様な人々との協働
学修を経験した学生数を第
３期中期目標期間（平成28
年度～令和２年度）の年平
均値から13％以上増加させ
る。

・学生調査等により教育充
実度を測り、必要に応じて
その向上に資する取組を行
う。

・URGCCの取組を基盤と
し、企業人など多様な人々
との協働による学びの環境
と留学やPBLなど積極的・
能動的な授業や学修機会
の充実を図り、積極的・能
動的に多様な人々との協働
学修を経験した学生数を第
３期中期目標期間（平成28
年度～令和２年度）の年平
均値から16％以上増加させ
る。

・学生調査等により教育充
実度を測り、必要に応じて
その向上に資する取組を行
う。

・URGCCの取組を基盤と
し、企業人など多様な人々
との協働による学びの環境
と留学やPBLなど積極的・
能動的な授業や学修機会
の充実を図り、積極的・能
動的に多様な人々との協働
学修を経験した学生数を第
３期中期目標期間（平成28
年度～令和２年度）の年平
均値から20％以上増加させ
る。

・学生調査等により教育充
実度を測り、必要に応じて
その向上に資する取組を行
う。

4

大学院教育プログラム委員会を中心
に、シラバス・チェックや授業実施点
検等を実施するとともに、大学院学
生調査等による学修成果の検証を
行うことにより、大学院教育の内部
質保証に取り組む。

①カリキュラムに関する設問の肯定的回答の
割合
【第４期中期目標期間を通じて肯定的回答の
割合を85％（令和元年度～令和２年度の平
均）以上とする。】

②調査結果に基づく教育の質的改善状況
【調査結果を踏まえ、必要に応じて教育の質的
改善を実施する。】

・大学院教育プログラム委
員会を中心に、シラバス・
チェックや授業実施点検等
を実施する。

・大学院学生調査等により
カリキュラムに関する設問
の肯定的回答の割合を測
定し、学修成果の検証を行
う。

・大学院教育プログラム委
員会を中心に、シラバス・
チェックや授業実施点検等
を実施する。

・大学院学生調査等により
カリキュラムに関する設問
の肯定的回答の割合を測
定し、学修成果の検証を行
い、必要に応じて教育の質
的改善を行う。

・大学院教育プログラム委
員会を中心に、シラバス・
チェックや授業実施点検等
を実施する。

・大学院学生調査等により
カリキュラムに関する設問
の肯定的回答の割合を測
定し、学修成果の検証を行
い、必要に応じて教育の質
的改善を行う。

・大学院教育プログラム委
員会を中心に、シラバス・
チェックや授業実施点検等
を実施する。

・大学院学生調査等により
カリキュラムに関する設問
の肯定的回答の割合を測
定し、学修成果の検証を行
い、必要に応じて教育の質
的改善を行う。

・大学院教育プログラム委
員会を中心に、シラバス・
チェックや授業実施点検等
を実施する。

・大学院学生調査等により
カリキュラムに関する設問
の肯定的回答の割合を測
定し、学修成果の検証を行
い、必要に応じて教育の質
的改善を行う。

・大学院教育プログラム委
員会を中心に、シラバス・
チェックや授業実施点検等
を実施する。

・大学院学生調査等により
カリキュラムに関する設問
の肯定的回答の割合を測
定し、学修成果の検証を行
い、必要に応じて教育の質
的改善を行う。
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5

キャリアパスの追跡調査や修了生の
就職先への調査等に基づき、人材育
成状況の検証および教育改善を実
施するとともに、学外組織との連携を
通じて、大学院における高度職業人
材養成機能を充実させる。

①キャリアパスの追跡調査に基づく教育改善
状況
【調査結果を踏まえ、ディプロマ・ポリシーやカ
リキュラム・ポリシーの検証を行い、必要に応
じて教育改善を実施する。】

②教職大学院における修了生の勤務校に対
する訪問調査の実施
【教育内容や方法が学校現場で実際に通用す
る人材育成に繋がっているかを検証するた
め、毎年度、修了生の中から校種や勤続年数
等を考慮して３名程度を選出し、その勤務校に
対して訪問調査を行い、教育・指導方法や内
容等の改善に繋げる。】

③法務研究科における臨床教育科目と展開・
先端科目の充実
【地域の法律家として地域に生起する法的問
題を解決する能力と、地域の問題を国や世界
に発信する能力を有する法曹（グローカルな法
曹）を養成するため、教育課程連携協議会に
おける議論を踏まえ、臨床教育科目（エクス
ターンシップ・クリニック）と展開・先端科目との
連携プログラムを３つ以上提供する。】

・大学院における高度職業
人材養成機能を充実させる
ため、キャリアパスの追跡
調査方法の検討を行う。

・教職大学院の修了生の中
から、校種や勤続年数等を
考慮して３名程度を選出し、
その勤務校に対して訪問調
査を行う。

・教育課程連携協議会にお
ける議論を踏まえ、臨床教
育科目と展開・先端科目等
との連携プログラムを１つ
以上試行する。

・大学院における高度職業
人材養成機能を充実させる
ため、キャリアパスの追跡
調査を行う。

・教職大学院の修了生の中
から、校種や勤続年数等を
考慮して３名程度を選出し、
その勤務校に対して訪問調
査を行う。

・教育課程連携協議会にお
ける議論を踏まえ、前年度
に試行した臨床教育科目と
展開・先端科目等との連携
プログラムを本格実施する
とともに、新たな連携プログ
ラムを開発する。

・大学院における高度職業
人材養成機能を充実させる
ため、キャリアパスの追跡
調査の検証を行う。

・教職大学院の修了生の中
から、校種や勤続年数等を
考慮して３名程度を選出し、
その勤務校に対して訪問調
査を行う。

・教育課程連携協議会にお
ける議論を踏まえ、臨床教
育科目と展開・先端科目等
との連携プログラムを２つ
以上実施するとともに、新た
な連携プログラムを開発す
る。

・キャリアパスの追跡調査
の検証に基づき、必要に応
じて教育改善を行う。

・教職大学院の修了生の中
から、校種や勤続年数等を
考慮して３名程度を選出し、
その勤務校に対して訪問調
査を行う。

・臨床教育科目と展開・先
端科目等との連携プログラ
ムを３つ以上実施したうえ
で、グローカルな法曹の養
成に資するものであるか検
証する。

・キャリアパスの追跡調査
の検証に基づき、必要に応
じて教育改善を行う。

・教職大学院の修了生の中
から、校種や勤続年数等を
考慮して３名程度を選出し、
その勤務校に対して訪問調
査を行う。これまでの訪問
調査について、教育内容や
方法の観点等からまとめを
行い、改善等の検討を行
う。

・臨床教育科目と展開・先
端科目等との連携プログラ
ムをグローカルな法曹の養
成に資するよう改善したうえ
で、引き続き３つ以上実施
し、３名以上の学生が受講
するよう取り組む。

・キャリアパスの追跡調査
の検証に基づき、必要に応
じて教育改善を行う。

・教職大学院の修了生の中
から、校種や勤続年数等を
考慮して３名程度を選出し、
その勤務校に対して訪問調
査を行う。前年度のまとめ
に基づき見直しを行う。

・臨床教育科目と展開・先
端科目等との連携プログラ
ムを引き続き３つ以上実施
し、より多くの学生（５名以
上）がグローカルな法曹とな
ることができるようにする。

カリキュラムの充実や教育評価に係
るフィードバックを通して教育内容の
改善を行うことで、沖縄県の健康・保
健・医療分野の発展に貢献できる医
療系人材の育成を進める。
（中期計画3-1）

①アクティブラーニングを取り入れた授業科目
提供数
【アクティブラーニングを取り入れた授業科目を
医学科においては第４期中期目標期間最終年
度までに12コマ増やす（令和３年度総コマ数：
106コマ）。保健学科においては第４期中期目
標期間最終年度までに総科目数に占める割合
を90％以上（令和３年度実績：85.2％）へ増加
させる。】

②地域の課題に関連した授業科目数（保健学
科）
【第４期中期目標期間最終年度までに３科目
以上（令和３年度実績：２科目）増加させる。】

③臨床実習後OSCE（客観的臨床能力試験）
における概略評価（医学科）
【第４期中期目標期間内における概略評価の
平均評点を4.5以上（令和２年度実績：4.2）とす
る。】.

④卒業後１年目に沖縄県内で、急性期医療、
高度医療および地域包括ケアを実施している
病院に勤務する医師、看護師（保健師・助産
師を含む）および臨床検査技師の割合
【第４期中期目標期間中において、医学科卒
業生のうち、県内病院に勤務する医師の割合
を年平均58％以上（令和２年度実績：58％）に
維持する。また、保健学科卒業生のうち県内
病院に勤務する看護師の割合を年平均60％
以上（令和２年度実績：50％）、臨床検査技師
の割合を年平均30％以上（令和２年度実績：

・教務委員会等でアクティブ
ラーニングを含めたカリキュ
ラムについて検証し、必要
に応じて改善を行う。

・地域の課題に関連した授
業科目を増やすために、地
域での実証研究を実施す
る。

・CC-EPOC（卒前学生医用
オンライン臨床教育評価シ
ステム）を導入し、臨床実習
のデータ収集を行う。

・県内医療機関等において
求められる医療者像、就業
状況について調査方法を検
討する。

・教務委員会等でアクティブ
ラーニングを含めたカリキュ
ラムについて検証し、必要
に応じて改善を行う。

・ＦＤを開催し、アクティブ
ラーニングの認識度を向上
させる。

・地域課題関連の授業科目
の質の改善を行うために、
カリキュラムを再検討する。

・CC-EPOCを活用すること
により、臨床実習プログラム
を検証し、必要に応じて改
善を行う。

・OSCEの概略評価の平均
点が4.5以上となっているか
検証し、必要に応じて改善
を行う。

・県内医療機関等において
求められる医療者像、就業
状況を調査し分析を行う。

・教務委員会等でアクティブ
ラーニングを含めたカリキュ
ラムについて検証し、必要
に応じて改善を行う。

・ＦＤを開催し、アクティブ
ラーニングの認識度を向上
させる。

・地域課題関連の授業科目
を増やすために、カリキュラ
ム・シラバスの内容の改変
を検討する。

・CC-EPOCを活用すること
により、臨床実習プログラム
を検証し、必要に応じて改
善を行う。

・OSCEの概略評価の平均
点が4.5以上となっているか
検証し、必要に応じて改善
を行う。

・県内医療機関等において
求められる医療者像、就業
状況を調査し分析を行う。

・教務委員会等でアクティブ
ラーニングを含めたカリキュ
ラムについて検証し、必要
に応じて改善を行う。

・ＦＤを開催し、アクティブ
ラーニングの認識度を向上
させる。

・地域課題関連の授業科目
に関するカリキュラム・シラ
バスの内容について、必要
に応じて改善を行う。

・CC-EPOCを活用すること
により、臨床実習プログラム
を検証し、必要に応じて改
善を行う。

・OSCEの概略評価の平均
点が4.5以上となっているか
検証し、必要に応じて改善
を行う。

・教育内容の改善による取
組成果や地域医療への貢
献について検証する。

・教務委員会等でアクティブ
ラーニングを含めたカリキュ
ラムについて検証し、必要
に応じて改善を行う。

・ＦＤを開催し、アクティブ
ラーニングの認識度を向上
させる。

・地域課題関連の授業科目
のシラバスを改変する。

・CC-EPOCを活用すること
により、臨床実習プログラム
を検証し、必要に応じて改
善を行う。

・OSCEの概略評価の平均
点が4.5以上となっているか
検証し、必要に応じて改善
を行う。

・県内医療機関等において
求められる医療者像、就業
状況について調査方法を検
討する。

・教務委員会等でアクティブ
ラーニングを含めたカリキュ
ラムについて検証し、必要
に応じて改善を行う。

・ＦＤを開催し、アクティブ
ラーニングの認識度を向上
させる。

・地域課題関連の授業科目
に地域での実習を取り入れ
る。

・CC-EPOCを活用すること
により、臨床実習プログラム
を検証し、必要に応じて改
善を行う。

・OSCEの概略評価の平均
点が4.5以上となっているか
検証し、必要に応じて改善
を行う。

・県内医療機関等において
求められる医療者像、就業
状況を調査し分析を行う。

6
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7

沖縄が有する地理的・環境的な特色
を生かした教育・研究を英語で提供
するカリキュラムを策定し、留学生特
別プログラムとして提供することで優
秀な学生の獲得に繋げる。

外国人留学生特別プログラムの充実
【国費留学生の優先配置申請を継続的に行
い、第４期中期目標期間内に２件以上の採択
を目指す。】

・理工学研究科において、
文部科学省「2021年度国費
外国人留学生の優先配置
を行う特別プログラム」の２
件「ASEAN諸国等の海洋環
境・生物資源に関する指導
者育成プログラム」および
「災害に強いレジリエントシ
ティ構築プログラム」を開始
する。

・これらのプログラムに私費
留学生を含む外国人留学
生を受け入れ、沖縄の特色
ある分野における教育・研
究を英語で提供する。

・研究科において英語によ
る留学生特別プログラムを
実施する。

・国費外国人留学生の優先
配置を行う特別プログラム
の申請へ向けて検討を行
う。

・研究科において英語によ
る留学生特別プログラムを
実施する。

・国費外国人留学生の優先
配置を行う特別プログラム
の申請を行う。

・研究科において英語によ
る留学生特別プログラムを
実施する。

・研究科において英語によ
る留学生特別プログラムを
実施する。

・国費外国人留学生の優先
配置を行う特別プログラム
の申請へ向けて検討を行
う。

・研究科において英語によ
る留学生特別プログラムを
実施する。

・国費外国人留学生の優先
配置を行う特別プログラム
の申請を行う。

8

「令和の日本型学校教育」の構築に
向け、９年間を見通した新時代の義
務教育に対応する教員養成課程の
高度化を行うため、小・中学校の両
教員免許状が取得できる履修モデ
ルを構築するとともに、沖縄県の地
域性や県特有の教育課題を踏まえ
て幼児教育から小学校教育への円
滑な接続を推進するため、幼稚園・
小学校の両免許状を取得できる履
修モデルを構築する。
（中期計画3-2）

①教科教育における小・中学校の９年間を見
通した学びを意識した授業科目の提供
【令和５年度入学生から小学校向け「教科指導
法」と中学校向け「教科指導法（のうちの１科
目）」を共通開設し、その科目を通して学生が９
年間を見通した教科の学びを把握できたか
を、第４期中期目標期間内に学生調査等によ
り検証する。】

②小・中学校または幼稚園・小学校の二枚免
許を取得するための履修モデルの構築
【令和４年度に教科ごとに二枚免許を取得する
ための履修モデルを構築し、令和５年度入学
の教科教育専攻の学生から適用する。】

③卒業生あたりの教員免許状取得枚数
【第４期中期目標期間最終年度において、一
人あたりの教員免許状取得枚数を2.2枚以上
（平成29年度から令和元年度の実績：平均
2.05枚）とする。】

・小学校・中学校の二枚免
許取得を容易にするカリ
キュラムの次年度開始に向
けて、小・中の教科教育法
の合併や単位互換などの
工夫を取り入れながら、教
科ごとの履修モデルを整備
する。

・改正教育職員免許法を適
用した幼稚園教諭免許取得
カリキュラムの次年度開始
に向けて、幼稚園・小学校
の二枚免許取得を目指す
学生を対象とする履修モデ
ルを整備する。

・小学校・中学校の二枚免
許取得を容易にするカリ
キュラムを本年度から開始
するため、学部全体での新
入生オリエンテーションを
行ったうえで、各専修による
詳細な履修指導を行う。

・本年入学者が２年次とな
る来年度以降の各教科教
育法において小中の接続が
意識されているかを予定シ
ラバスの点検により確認す
る。

・改正教育職員免許法を適
用した幼稚園教諭免許取得
カリキュラムについて、小学
校教育コースの学生に履修
モデルを周知する。（実際に
当課程の授業が始まるの
は２年次からであるため。）

・前年度に始まった新しいカ
リキュラム（小学校・中学校
の二枚免許取得を容易に
するカリキュラム）が順調に
履修できているかを点検
し、課題がある場合には速
やかに対応策を検討し、実
施する。

・改正教育職員免許法を適
用した幼稚園教諭免許取得
カリキュラムの履修状況を
点検し，課題がある場合に
は速やかに対応策を検討
し、実施する。

・前前年度に始まった新し
いカリキュラム（小学校・中
学校の二枚免許取得を容
易にするカリキュラム）が順
調に履修できているかを点
検し、課題がある場合には
速やかに対応策を検討し、
実施する。

・令和５年度入学生（３年
次）および令和６年度入学
生（２年次）の教職課程の履
修履歴をチェックし、最終的
な免許取得見込み数を算
出する。目標値に届いてい
ない場合は、履修指導方法
などを見直す。

・改正教育職員免許法を適
用した幼稚園教諭免許取得
カリキュラムの履修状況を
点検し、課題がある場合に
は速やかに対応策を検討
し、実施する。

・新しいカリキュラムを開始
した令和５年度入学生（４年
次）の、免許取得見込み数
を確認し、成果と課題を検
証する。

・令和６年度入学生（３年
次）および令和７年度入学
生（２年次）の教職課程の履
修履歴をチェックし、最終的
な免許取得見込み数を算
出する。目標値に届いてい
ない場合は、履修指導方法
などを見直す。

・令和５年度入学生（４年
次）の幼稚園免許取得見込
み数を確認し、成果と課題
を検証する。

・卒業生の教員免許状取得
枚数を確認する。

・新しいカリキュラムの進捗
と成果を検証する。
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9

地域連携推進機構が提供する社会
人向けリカレント教育プログラムにお
いては、座学のみならず、課題研究
やPBL、ディスカッション、プレゼン
テーションなど、受講生の能動的な
学習(アクティブラーニング)を原則導
入し、教育の質的向上を図ることに
より議論と発信に優れた人材を育成
する。

①受講者による受講後の評価
【教育プログラム受講後に実施されるアンケー
ト調査における全体平均（理解度、満足度、講
座内容等）を５段階評価の４以上とする。】

②アクティブラーニングを導入したプログラム
の割合
【第４期中期目標期間最終年度までに提供す
るプログラムの70%以上でアクティブラーニング
を導入する。】

・各教育プログラム共通の
アンケート項目を設定する。

・社会人向けリカレント教育
プログラムの対象となる公
開講座等の選定の仕組み
を構築し、対象講座を特定
する。

・受講者にアンケート調査を
実施し、調査結果の全体平
均（理解度、満足度、授業
内容等）の検証を行い、必
要な改善を行う。

・社会人向けリカレント教育
プログラムにおいてアクティ
ブラーニングを推進する。

・受講者にアンケート調査を
実施し、調査結果の全体平
均（理解度、満足度、授業
内容等）の検証を行い、必
要な改善を行う。

・社会人向けリカレント教育
プログラムにおいてアクティ
ブラーニングを推進する。

・受講者にアンケート調査を
実施し、調査結果の全体平
均（理解度、満足度、授業
内容等）の検証を行い、必
要な改善を行う。

・社会人向けリカレント教育
プログラムにおいてアクティ
ブラーニングを推進する。

・受講者にアンケート調査を
実施し、調査結果の全体平
均（理解度、満足度、授業
内容等）の検証を行い、必
要な改善を行う。

・社会人向けリカレント教育
プログラムにおいてアクティ
ブラーニングを推進する。

・受講者にアンケート調査を
実施し、調査結果の全体平
均（理解度、満足度、授業
内容等）の検証を行い、必
要な改善を行う。

・社会人向けリカレント教育
プログラムにおいてアクティ
ブラーニングを推進する。

10

高大接続事業に関する専用ページを
アドミッション部門Webサイト内に置く
ことで問合せ窓口の一本化を図ると
ともに、学内の高大接続事業の実施
状況を把握し、既存の講師派遣等事
業との連携を進める。

①高大接続事業推進のための体制構築
【令和４年度までに専用窓口となるWebサイト
を開設する。】

②琉大にぬふぁ星講座等の参加者数
【琉大にぬふぁ星講座等の参加者数を毎年度
15名以上（県内10高校以上から各校1-2名、来
学を伴う）とする。】

③出前授業等の実施回数
【出前授業等を毎年度６回以上実施する。】

④出前授業等の参加者数
【出前授業等の毎年度の延べ参加者数を200
名以上とする。】

・高等学校等が本学の高大
接続事業にアクセスするた
めの専用窓口としてWebサ
イトを開設する。

・医学部医学科で実施して
いる琉大にぬふぁ星講座を
継続して実施し、充実に取
り組む。

・出前授業等の実施回数お
よび参加者数増に向けた取
組を行う。

・琉大にぬふぁ星講座等を
医学部以外の学部へ拡大
する。

・出前授業等の充実に向け
て高等学校等のニーズを調
査した上でWebサイトのコン
テンツを整備する。

・出前授業等の実施回数お
よび参加者数増に向けた取
組を行う。

・琉大にぬふぁ星講座等の
実施学部を拡大する。

・出前授業等のためのコン
テンツ整備を行い、実施回
数と参加者数増に向けた取
組を行う。

・琉大にぬふぁ星講座等の
実施状況を検証し、必要に
応じて取組を強化する。

・出前授業等の取組状況を
検証し、必要に応じて改善
を行う。

・琉大にぬふぁ星講座等の
実施状況を検証し、必要に
応じて取組を強化する。

・出前授業等の取組状況を
検証し、必要に応じて改善
を行う。

・琉大にぬふぁ星講座等の
実施状況を検証し、必要に
応じて取組の見直しを行う。

・出前授業等の取組状況を
検証し、必要に応じて取組
の見直しを行う。
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11

次世代人材育成プログラム（琉球リ
ケジョ、琉大カガク院および琉大ハカ
セ塾）を通して初等中等教育の段階
におけるSTEAM教育を推進し、
Society 5.0を担う人材を育成する。

①小中学生や高校生を対象にした科学系人
材育成事業の実施状況
【プログラム修了生（１年以上に渡って実施さ
れる各プログラムの各段階における修了生）の
50％以上が、修了評価において５段階のレベ
ル３以上とする。】

②各プログラム受講生の満足度評価
【満足度調査（各プログラムにおいて実施され
る全ての満足度調査）における満足度の平均
スコアを８０点（１００点中）以上とする。】

・初等中等教育の段階にお
けるSTEAM教育を推進する
ため、次世代人材育成プロ
グラムを実施する。

・各プログラム受講生に満
足度評価を含めたアンケー
トを実施する。

・プログラムの実施状況の
検証およびアンケートの結
果等を踏まえ、必要に応じ
てプログラム等の改善を行
う。

・初等中等教育の段階にお
けるSTEAM教育を推進する
ため、次世代人材育成プロ
グラムを実施する。

・各プログラム受講生に満
足度評価を含めたアンケー
トを実施する。

・プログラムの実施状況の
検証およびアンケートの結
果等を踏まえ、必要に応じ
てプログラム等の改善を行
う。

・「琉球リケジョ」の後継事業
について検討を行う。

・初等中等教育の段階にお
けるSTEAM教育を推進する
ため、次世代人材育成プロ
グラムを実施する。

・各プログラム受講生に満
足度評価を含めたアンケー
トを実施する。

・プログラムの実施状況の
検証およびアンケートの結
果等を踏まえ、必要に応じ
てプログラム等の改善を行
う。

・初等中等教育の段階にお
けるSTEAM教育を推進する
ため、次世代人材育成プロ
グラムを実施する。

・各プログラム受講生に満
足度評価を含めたアンケー
トを実施する。

・プログラムの実施状況の
検証およびアンケートの結
果等を踏まえ、必要に応じ
てプログラム等の改善を行
う。

・「琉大カガク院」の後継事
業について検討を行う。

・初等中等教育の段階にお
けるSTEAM教育を推進する
ため、次世代人材育成プロ
グラムを実施する。

・各プログラム受講生に満
足度評価を含めたアンケー
トを実施する。

・プログラムの実施状況の
検証およびアンケートの結
果等を踏まえ、必要に応じ
てプログラム等の改善を行
う。

・「琉大ハカセ塾」の後継事
業について検討を行う。

・初等中等教育の段階にお
けるSTEAM教育の実施状
況について検証し、事業の
継続等について検討を行
う。

12

おきなわ数理・データサイエンス教育
普及連絡会を通じて、数理データサ
イエンスに関する情報やコンテンツ
の提供を推進するとともに、大学コン
ソーシアム沖縄を通じて、ＦＤ等を共
同で実施する。

他大学等と教育連携した取組の数
【他大学等と教育連携した取組を年２件以上実
施する。】

・おきなわ数理・データサイ
エンス教育普及連絡会を通
じて、数理データサイエンス
に関する情報やコンテンツ
の提供を推進する。

・数理・データサイエンス・AI
教育拠点強化コンソーシア
ムで定められたモデルカリ
キュラムで求められる学習
内容や、沖縄県内の社会
ニーズ等を踏まえつつコン
テンツを確定し、各大学等
へオンラインで提供する。

・大学コンソーシアム沖縄を
通じて、ＦＤ等を各大学等と
共同で実施する。

・おきなわ数理・データサイ
エンス教育普及連絡会を通
じて、数理データサイエンス
に関する情報やコンテンツ
の提供を推進する。

・国の施策や沖縄県内の社
会ニーズ等を踏まえつつコ
ンテンツを改善し、各大学
等へオンラインで提供する。

・大学コンソーシアム沖縄を
通じて、ＦＤ等を各大学等と
共同で実施する。

・おきなわ数理・データサイ
エンス教育普及連絡会を通
じて、数理データサイエンス
に関する情報やコンテンツ
の提供を推進する。

・国の施策や沖縄県内の社
会ニーズ等を踏まえつつコ
ンテンツを改善し、各大学
等へオンラインで提供する。

・大学コンソーシアム沖縄を
通じて、ＦＤ等を各大学等と
共同で実施する。

・おきなわ数理・データサイ
エンス教育普及連絡会を通
じて、数理データサイエンス
に関する情報やコンテンツ
の提供を推進する。

・国の施策や沖縄県内の社
会ニーズ等を踏まえつつコ
ンテンツを改善し、各大学
等へオンラインで提供する。

・大学コンソーシアム沖縄を
通じて、ＦＤ等を各大学等と
共同で実施する。

・おきなわ数理・データサイ
エンス教育普及連絡会を通
じて、数理データサイエンス
に関する情報やコンテンツ
の提供を推進する。

・国の施策や沖縄県内の社
会ニーズ等を踏まえつつコ
ンテンツを改善し、各大学
等へオンラインで提供する。

・大学コンソーシアム沖縄を
通じて、ＦＤ等を各大学等と
共同で実施する。

・おきなわ数理・データサイ
エンス教育普及連絡会を通
じて、数理データサイエンス
に関する情報やコンテンツ
の提供を推進する。

・国の施策や沖縄県内の社
会ニーズ等を踏まえつつコ
ンテンツを改善し、各大学
等へオンラインで提供する。

・大学コンソーシアム沖縄を
通じて、ＦＤ等を各大学等と
共同で実施する。

6 / 35 



令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

番
号

ビジョン計画
（中期計画含む）

評価指標および達成水準
年度計画

13

遠隔授業を制度化する規則整備や
上限単位数の運用に関するガイドラ
インを策定するとともに、利用するシ
ステム等の構成を踏まえ、ICTを効
果的に活用した授業（対面、遠隔お
よびハイブリッド）の提供を拡充す
る。

ICTを活用した授業の提供割合
【第４期中期目標期間最終年度までに開講講
義に占めるICTを活用した授業の割合を40％
以上とする。】

・中教審等の検討状況を注
視しつつ、遠隔授業を制度
化する規則整備や上限単
位数の運用に関するガイド
ラインの策定に向けて検討
を行う。

・利用するシステム等の構
成を踏まえ、ICTを効果的に
活用した授業（対面、遠隔
およびハイブリッド）に関す
る調査方法の検討をグロー
バル教育支援機構を中心
に行う。

・遠隔授業に関連する規則
やガイドラインを検証し、必
要に応じて見直しを行う。

・利用するシステム等の構
成を踏まえ、ICTを効果的に
活用した授業（対面、遠隔
およびハイブリッド）に関す
る調査をグローバル教育支
援機構を中心に行う。

・遠隔授業に関連する規則
やガイドラインを検証し、必
要に応じて見直しを行う。

・利用するシステム等の構
成を踏まえ、ICTを効果的に
活用した授業（対面、遠隔
およびハイブリッド）の提供
の拡充方法に関する検討を
グローバル教育支援機構を
中心に行う。

・遠隔授業に関連する規則
やガイドラインを検証し、必
要に応じて見直しを行う。

・利用するシステム等の構
成を踏まえ、ICTを効果的に
活用した授業（対面、遠隔
およびハイブリッド）の提供
の拡充に向けた取組をグ
ローバル教育支援機構を中
心に行う。

・遠隔授業に関連する規則
やガイドラインを検証し、必
要に応じて見直しを行う。

・利用するシステム等の構
成を踏まえ、ICTを効果的に
活用した授業（対面、遠隔
およびハイブリッド）の提供
の拡充に向けた取組の検
証を踏まえ、必要に応じて
新たな取組をグローバル教
育支援機構を中心に行う。

・遠隔授業に関連する規則
やガイドラインを検証し、必
要に応じて見直しを行う。

・利用するシステム等の構
成を踏まえ、ICTを効果的に
活用した授業（対面、遠隔
およびハイブリッド）に関す
る調査をグローバル教育支
援機構を中心に行う。

14

保健管理センターを中心に、学生の
心身健康の保持増進に向けたメンタ
ルおよびフィジカルヘルスサポートに
関する取組を実施する。

①学生サポート体制の充実
【メンタルおよびフィジカルケアを必要とする学
生に対して、ICT等を活用したメンタルおよび
フィジカルヘルスサポートを実施する。】

②学修環境等の支援体制の充実
【学生相談室、学生のための居場所づくり、ア
クセシビリティーリーダーおよび学生サポー
ターの確保など、学修環境等の支援の取組を
毎年度実施する。】

・対面によるほか、Web問診
などにより、ICTを活用した
メンタルおよびフィジカルヘ
ルスサポートを実施する。

・ピアカウンセラーやアクセ
シビリティリーダー等を養成
するための取組を行う。

・ピアカウンセリング（同世
代相談）および障がい学生
に対する相談など、学修環
境等の支援体制の充実を
図る。

・健康の保持増進に向けた
取組、ケアを必要とする学
生に対するメンタルおよび
フィジカルヘルスサポートの
支援体制を点検する。

・ピアカウンセラーやアクセ
シビリティリーダー等を養成
するための取組を行う。

・ピアカウンセリング（同世
代相談）および障がい学生
の相談体制などの学修環
境等の支援体制を点検す
る。

・健康の保持増進に向けた
取組、ケアを必要とする学
生に対するメンタルおよび
フィジカルヘルスサポートの
支援体制の点検を受けて、
支援充実の方策を検討す
る。

・ピアカウンセラーやアクセ
シビリティリーダー等を養成
するための取組を行う。

・学生相談体制の運用面の
課題を点検し、学生の学修
環境等の支援体制の充実
に向けて、各学部等と連携
した取組を検討する。

・健康の保持増進に向けた
取組、ケアを必要とする学
生に対するメンタルおよび
フィジカルヘルスサポートの
支援体制の充実に向けて、
必要な方策を推進する。

・ピアカウンセラーやアクセ
シビリティリーダー等を養成
するための取組を行う。

・学生相談体制の運用面の
課題の点検を受けて、学生
の学修環境等の支援体制
の充実を図る。

・健康の保持増進に向けた
取組、ケアを必要とする学
生に対するメンタルおよび
フィジカルヘルスサポートの
支援体制を充実させる。

・ピアカウンセラーやアクセ
シビリティリーダー等を養成
するための取組を行う。

・学生の学修環境等の支援
体制について点検を行い、
必要に応じて改善を行う。

・健康の保持増進に向けた
取組、ケアを必要とする学
生に対するメンタルおよび
フィジカルヘルスサポートの
支援体制を充実させる。

・ピアカウンセラーやアクセ
シビリティリーダー等を養成
するための取組を行う。

・学生の学修環境等の支援
体制について点検を行い、
必要に応じて改善を行う。
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15

これまでに整備した学生支援体制
（学生生活支援、経済的支援等）に
よる学生支援を継続する。
また、既存事業等の実施・進捗状況
を評価および検証し、学生ニーズに
対応するよう必要な見直しや拡充を
図ることにより、より柔軟で弾力的な
支援体制を整備する。

①既存事業の評価と支援の充実度（学生ニー
ズ）の検証
【既存事業の実施状況を評価し、また、支援の
対象となっていない学生や複雑な手続等のた
めに申請に至らない学生等（以下「潜在的要支
援層等」という。）を把握するための学生調査
等の実施により、既存事業の充実度を毎年度
検証する。】

②潜在的要支援層等に対する支援の拡充等
【①の検証結果を基に、既存事業の要件緩和
や支援対象者数の増加に資する取組や働き
かけを推進し、毎年度、その進捗管理を実施
する。】

・修学支援新制度を含む既
存事業の実績等を活用可
能な統計データとして整理
する。

・実施状況の評価および充
実度の検証の過程で得られ
た情報等を活用し、潜在的
要支援層等の把握に向け
た取組を行う。

・学生生活支援情報Webサ
イトを開設し、学生の情報ア
クセスの利便性向上を図
る。

・学生生活委員会等におい
て、整理した統計データを
活用した基礎資料の作成お
よび既存事業の評価・検証
方法を検討する。

・潜在的要支援層等を把握
し、学生生活支援および経
済的支援などを行い、その
状況を検証し、必要に応じ
て改善を行う。

・学生生活支援情報Webサ
イトの情報コンテンツを充実
させ、情報発信を強化す
る。

・潜在的要支援層等把握の
ための学生調査を実施す
る。

・潜在的要支援層等を把握
し、学生生活支援および経
済的支援などを行い、その
状況を検証し、必要に応じ
て改善を行う。

・学生生活支援情報Webサ
イトの情報コンテンツを充実
させ、情報発信を強化す
る。

・潜在的要支援層等への新
たな経済的支援策を検討す
るため、学生生活委員会等
において、既存事業の評
価・検証及び学生調査結果
を分析する。

・潜在的要支援層等を把握
し、学生生活支援および経
済的支援などを行い、その
状況を検証し、必要に応じ
て改善を行う。

・学生生活支援情報Webサ
イトの情報コンテンツを充実
させ、情報発信を強化す
る。

・引き続き、学生生活委員
会等において、既存事業の
評価・検証及び学生調査結
果を分析し、潜在的要支援
層等への新たな経済的支
援策を検討する。

・潜在的要支援層等を把握
し、学生生活支援および経
済的支援などを行い、その
状況を検証し、必要に応じ
て改善を行う。

・学生生活支援情報Webサ
イトの情報コンテンツを充実
させ、情報発信を強化す
る。

・引き続き、潜在的要支援
層等への新たな経済的支
援策を検討する。

・潜在的要支援層等を把握
し、学生生活支援および経
済的支援などを行い、その
状況を検証し、必要に応じ
て改善を行う。

・学生生活支援情報Webサ
イトの情報コンテンツを充実
させ、情報発信を強化す
る。

16

附属図書館のラーニング・サポート
デスクに人社系・理工系の大学院学
生をＴＡ（ティーチング・アシスタント）
として配置し、勉強法やレポート作成
に関するアドバイスなどの学修支援
を行う。

ラーニング・サポートデスクの提供時間数
【ラーニング・サポートデスクを毎年度700時間
以上提供する。】

・学修支援の質保証を担保
するために、ラーニング・サ
ポートデスクに配置するTA
を対象とする研修を実施す
る。

・ラーニング・サポートデス
クで学修相談（対面および
オンライン）や学修支援セミ
ナーを実施する。

・ラーニング・サポートデス
クでの学修支援活動につい
て利用者のアンケート調査
による満足度や利用状況等
の点検、取組成果の検証を
行い、必要な改善を行う。

・学修支援の質保証を担保
するために、ラーニング・サ
ポートデスクに配置するTA
を対象とする研修を実施す
る。

・ラーニング・サポートデス
クで学修相談（対面および
オンライン）や学修支援セミ
ナーを実施する。

・ラーニング・サポートデス
クでの学修支援活動につい
て利用者のアンケート調査
による満足度や利用状況等
の点検、取組成果の検証を
行い、必要な改善を行う。

・学修支援の質保証を担保
するために、ラーニング・サ
ポートデスクに配置するTA
を対象とする研修を実施す
る。

・ラーニング・サポートデス
クで学修相談（対面および
オンライン）や学修支援セミ
ナーを実施する。

・ラーニング・サポートデス
クでの学修支援活動につい
て利用者のアンケート調査
による満足度や利用状況等
の点検、取組成果の検証を
行い、必要な改善を行う。

・学修支援の質保証を担保
するために、ラーニング・サ
ポートデスクに配置するTA
を対象とする研修を実施す
る。

・ラーニング・サポートデス
クで学修相談（対面および
オンライン）や学修支援セミ
ナーを実施する。

・ラーニング・サポートデス
クでの学修支援活動につい
て利用者のアンケート調査
による満足度や利用状況等
の点検、取組成果の検証を
行い、必要な改善を行う。

・学修支援の質保証を担保
するために、ラーニング・サ
ポートデスクに配置するTA
を対象とする研修を実施す
る。

・ラーニング・サポートデス
クで学修相談（対面および
オンライン）や学修支援セミ
ナーを実施する。

・ラーニング・サポートデス
クでの学修支援活動につい
て利用者のアンケート調査
による満足度や利用状況等
の点検、取組成果の検証を
行い、必要な改善を行う。

・学修支援の質保証を担保
するために、ラーニング・サ
ポートデスクに配置するTA
を対象とする研修を実施す
る。

・ラーニング・サポートデス
クで学修相談（対面および
オンライン）や学修支援セミ
ナーを実施する。

・ラーニング・サポートデス
クでの学修支援活動につい
て利用者のアンケート調査
による満足度や利用状況等
の点検、取組成果の検証を
行い、必要な改善を行う。
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17

県内外インターンシップ事業を拡充
するとともに、障がいや疾病のある
学生を含めた学修支援やキャリア支
援に関する体制構築に向けた取組を
実施する。

①県内外インターンシップ事業の拡充
【県内外インターンシップ事業の拡充（受入企
業・団体数、参加学生数）の活動を毎年度実施
する。】

②障がい学生等を含めた修学支援およびキャ
リア支援の体制の構築
【個別相談対応など、障がい学生等を含めた
修学支援およびキャリア支援の体制の構築の
活動を毎年度実施する。】

・キャリア形成におけるイン
ターンシップに関する情報
を積極的に発信することに
より、インターンシップ参加
学生数の増加を図る。

・県内外のインターンシップ
受入企業等の増加に向け
た取組を行う。

・インターンシップ参加学生
に対する支援体制の充実を
図る。

・障がい学生支援室とキャ
リア教育センターが障がい
学生に関する情報を共有
し、連携する仕組みを検討
する。

・キャリア形成におけるイン
ターンシップに関する情報
を積極的に発信することに
より、インターンシップ参加
学生数の増加を図る。

・県内外のインターンシップ
受入企業等の増加に向け
た取組を行う。

・インターンシップ参加学生
に対する支援体制を検証
し、必要に応じて改善する。

・障がい学生支援室とキャ
リア教育センターが障がい
学生に関する情報を共有
し、学内外の関係組織との
連携を図る。

・キャリア形成におけるイン
ターンシップに関する情報
を積極的に発信することに
より、インターンシップ参加
学生数の増加を図る。

・県内外のインターンシップ
受入企業等の増加に向け
た取組を行う。

・インターンシップ参加学生
に対する支援体制を検証
し、必要に応じて改善する。

・障がい学生支援室とキャ
リア教育センターが障がい
学生に関する情報を共有
し、学内外の関係組織との
連携を図る。

・キャリア形成におけるイン
ターンシップに関する情報
を積極的に発信することに
より、インターンシップ参加
学生数の増加を図る。

・県内外のインターンシップ
受入企業等の増加に向け
た取組を行う。

・インターンシップ参加学生
に対する支援体制を検証
し、必要に応じて改善する。

・障がい学生支援室とキャ
リア教育センターの情報共
有の状況、学内外の関係組
織との連携の状況を検証
し、更なる連携強化を図る。

・キャリア形成におけるイン
ターンシップに関する情報
を積極的に発信することに
より、インターンシップ参加
学生数の増加を図る。

・県内外のインターンシップ
受入企業等の増加に向け
た取組を行う。

・インターンシップ参加学生
に対する支援体制を検証
し、必要に応じて改善する。

・障がい学生支援室とキャ
リア教育センターが障がい
学生に関する情報を共有
し、学内外の関係組織との
連携を図る。

・キャリア形成におけるイン
ターンシップに関する情報
を積極的に発信することに
より、インターンシップ参加
学生数の増加を図る。

・県内外のインターンシップ
受入企業等の増加に向け
た取組を行う。

・インターンシップ参加学生
に対する支援体制を検証
し、必要に応じて改善する。

・障がい学生支援室とキャ
リア教育センターが障がい
学生に関する情報を共有
し、学内外の関係組織との
連携を図る。

・附属学校における「児童生
徒の学び最適化プログラ
ム」確立に向けた学部等と
の共同研究を推進し、全て
の子供たちの可能性を引き
出す個別最適な学びと、協
働的な学びの実現に向けた
教育活動に取り組む。

・附属学校のステークホル
ダーによる肯定的評価の新
たな達成水準を達成する。

・公開する研究成果につい
て公立小中学校ならびに県
内外の教育関係機関の評
価をまとめ、さらなる課題の
抽出を行い、最終年度に向
けて取り組むべき教育活動
を確認する。

・附属学校における「児童生
徒の学び最適化プログラ
ム」完成を目指し、教育活
動の成果と課題を踏まえた
活動計画の下、研究発表会
を通して公立小中学校なら
びに県内外の教育関係機
関に６年間の成果を還元す
る。

・プログラム全般についての
総括・検証を行う。

・附属小中学校のステーク
ホルダーによる肯定的評価
の達成水準を確認し、さら
なる改善点について検討す
る。

・附属学校における「児童生
徒の学び最適化プログラ
ム」確立に向けた学部等と
の共同研究体制の整備を
進め、必要に応じて改善を
行う。

・研究発表会を開催し、公
立小中学校ならびに県内外
の教育関係機関に還元す
る。

・前年度の学校評価の結果
を踏まえ、必要な改善に取
り組む。

・第三者評価委員会の評価
をもとに肯定的評価の向上
に向けて重点的課題につい
て取り組む。

・附属学校における「児童生
徒の学び最適化プログラ
ム」確立に向けた学部等と
の共同研究を推進し、具体
的な教育活動について必要
な改善を行う。

・研究発表会を開催し、公
立小中学校ならびに県内外
の教育関係機関に還元す
る。

・前年度の学校評価の結果
を踏まえ、必要な改善に取
り組む。

・附属学校のステークホル
ダーによる肯定的評価80％
以上を達成する。

・附属学校における「児童生
徒の学び最適化プログラ
ム」確立に向けた学部等と
の共同研究を推進し、全て
の子供たちの可能性を引き
出す個別最適な学びと、協
働的な学びの実現に向けた
教育活動についての点検・
評価に取り組む。

・研究発表会を開催し、公
立小中学校ならびに県内外
の教育関係機関に還元す
る。

・前年度までに実施した附
属学校の学校評価結果を
踏まえ、附属学校のステー
クホルダーによる肯定的評
価の新たな達成水準を設定
する。

18

本学が掲げるダイバーシティ推進宣
言に基づき、教育学部をはじめ学内
諸部局（法務研究科のスクールロイ
ヤー配置等）との共同研究を推進
し、児童生徒の学び最適化プログラ
ムを構築し、その成果を公立学校や
諸教育機関と連携して還元すること
で、附属学校の機能強化に取り組
む。

①児童生徒の学び最適化プログラムの構築
【令和４年度から学び最適化プログラムの構築
に取り組む。】

②附属学校の学校評価
【附属学校のステークホルダーによる肯定的な
評価を令和６年度までに80％以上とする。】

・附属学校における「児童生
徒の学び最適化プログラ
ム」構築に向け、子供の成
長等に応じた指導・支援計
画を策定し、学部等との共
同研究体制の整備に取り組
む。

・プログラムに基づく具体的
な教育活動について、「個
別最適な学び」が「孤立した
学び」に陥らぬよう探究的な
学習や体験活動等に取り組
み、研究成果を発表するこ
とにより、県内外の教育関
係機関に還元する。

・附属学校の学校評価の実
施に向け、児童・生徒／保
護者／教職員が学校教育
活動を評価するシステムを
構築する。

・学校評価に関する第三者
評価委員会を設置する。
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Ⅱ　研究

19

琉球大学ブランド商品等の開発支援
事業を推進するとともに特許化等支
援を行う。また、研究推進機構と広
報戦略本部との連携により、本学に
対する社会の理解と信頼の向上に
繋がる広報活動を展開する。

①地域資源を活用した製品の上市数
【第４期中期目標期間中における上市数を第３
期中期目標期間（平成28年度～令和２年度）
の件数（８件）より増加させる。】

②県内企業等との特許共同出願件数
【県内企業等との特許共同出願件数を第３期
中期目標期間（平成28年度～令和２年度）の
年平均件数（２件）より増加させる。】

・学内助成制度および県内
企業等からの資金を活用
し、産学連携による地域活
性化および大学ブランド力
向上のための商品開発を
行う。

・県内企業等との共同研究
の成果を速やかに知的財
産化する。

・開発した琉球大学ブランド
商品に関する広報活動を推
進する。

・学内助成制度および県内
企業等からの資金を活用
し、産学連携による地域活
性化および大学ブランド力
向上のための商品開発を
行う。

・県内企業等との共同研究
の成果を速やかに知的財
産化する。

・開発した琉球大学ブランド
商品に関する広報活動を推
進する。

・学内助成制度および県内
企業等からの資金を活用
し、産学連携による地域活
性化および大学ブランド力
向上のための商品開発を
行う。

・県内企業等との共同研究
の成果を速やかに知的財
産化する。

・開発した琉球大学ブランド
商品に関する広報活動を推
進する。

・学内助成制度および県内
企業等からの資金を活用
し、産学連携による地域活
性化および大学ブランド力
向上のための商品開発を
行う。

・県内企業等との共同研究
の成果を速やかに知的財
産化する。

・開発した琉球大学ブランド
商品に関する広報活動を推
進する。

・学内助成制度および県内
企業等からの資金を活用
し、産学連携による地域活
性化および大学ブランド力
向上のための商品開発を
行う。

・県内企業等との共同研究
の成果を速やかに知的財
産化する。

・開発した琉球大学ブランド
商品に関する広報活動を推
進する。

・学内助成制度および県内
企業等からの資金を活用
し、産学連携による地域活
性化および大学ブランド力
向上のための商品開発を
行う。

・県内企業等との共同研究
の成果を速やかに知的財
産化する。

・開発した琉球大学ブランド
商品に関する広報活動を推
進する。

20

亜熱帯域に位置する島嶼であり、固
有かつ多様な自然、歴史、文化を持
つ沖縄の地域特性に根ざした特徴
的な学術的課題を解決する研究を
学長のリーダーシップのもとで支援し
推進するとともに、多様な基礎研究
を展開する。
（中期計画5）

①特色ある研究への学内資源による研究支
援の質的量的な拡充
【URA等の専門的知見を活かした個別支援や
アドバイザー制度および学内競争的資金の取
組を強化し、アドバイザー制度利用件数につい
ては、第３期中期目標期間（平成28年度～令
和２年度）の年平均件数（20件）よりも増加さ
せ、URA個別支援利用件数については、第３
期中期目標期間（平成28年度～令和２年度）
の年平均件数（28件）より増加させる。】

②熱帯・亜熱帯、島嶼・海洋、琉球・沖縄文
化、健康・長寿・国際感染症等の地域特性に
根差した特色ある分野の論文数（Web of
Science）
【第４期中期目標期間中における特色分野の
年平均論文数を第３期中期目標期間（平成28
年度～令和２年度）の年平均（170報）より増加
させる。】

③研究分野の数（Web of Science）
【第４期中期目標期間中における年平均研究
分野数を第３期中期目標期間（平成28年度～
令和２年度）の年平均（145分野）より増加させ
る。】

・URAによる個別支援、アド
バイザー制度および学内競
争的資金による研究支援に
関する取組を強化する。

・研究企画室が中心となり
部局等ごとの強み弱みを分
析し、部局等と協働した研
究支援を実施する。

・第３期の取組である「とん
がり研究」の成果を検証し、
引き続き特色分野研究を支
援する。

・競争的外部資金の獲得支
援に加えて、戦略的研究推
進経費等の学内公募研究
費による支援を実施する。

・URAによる個別支援、アド
バイザー制度および学内競
争的資金による研究支援に
関する取組を実施する。

・部局等ごとの強み弱み分
析を実施し、その結果を基
に部局等と協働した研究支
援を実施する。

・特色分野研究を対象とす
る学内公募研究費による支
援を実施する。

・競争的外部資金の獲得支
援に加えて、戦略的研究推
進経費等の学内公募研究
費による支援を実施する。

・URAによる個別支援、アド
バイザー制度および学内競
争的資金による研究支援に
関する取組を実施する。

・部局等ごとの強み弱み分
析を実施し、その結果を基
に部局等と協働した研究支
援を実施する。

・特色分野研究を対象とす
る学内公募研究費による支
援を実施する。

・競争的外部資金の獲得支
援に加えて、戦略的研究推
進経費等の学内公募研究
費による支援を実施する。

・URAによる個別支援、アド
バイザー制度および学内競
争的資金による研究支援に
関する取組を実施し、必要
に応じて研究支援制度を改
善する。

・部局等ごとの強み弱み分
析を実施し、その結果を基
に部局等と協働した研究支
援を実施する。

・３年間の特色分野研究の
成果を検証し、その結果を
反映した支援を実施する。

・競争的外部資金の獲得支
援に加えて、戦略的研究推
進経費等の学内公募研究
費による支援を実施する。

・URAによる個別支援、アド
バイザー制度および学内競
争的資金による研究支援に
関する取組を実施する。

・部局等ごとの強み弱み分
析を実施し、その結果を基
に部局等と協働した研究支
援を実施する。

・特色分野研究を対象とす
る学内公募研究費による支
援を実施する。

・競争的外部資金の獲得支
援に加えて、戦略的研究推
進経費等の学内公募研究
費による支援を実施する。

・URAによる個別支援、アド
バイザー制度および学内競
争的資金の取組を実施す
る。

・部局等ごとの強み弱み分
析を実施し、その結果を基
に部局等と協働した研究支
援を実施する。

・特色分野研究を対象とす
る学内公募研究費による支
援を実施する。

・競争的外部資金の獲得支
援に加えて、戦略的研究推
進経費等の学内公募研究
費による支援を実施する。
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21

亜熱帯地域の島嶼である沖縄県が
直面する独特な歴史・文化の継承、
防災や産業的自立などの社会課題
に対して、組織的な産学官金連携を
軸にそれらの課題の解決に向けた
研究を展開するとともに、その社会
実装を推進する。
（中期計画6）

①民間企業等との組織的な連携強化
【第４期中期目標期間における民間企業等と
の連携協定締結数および連携協定に基づく研
究資金の受入件数を第３期中期目標期間の
実績より増加させる。】

②民間企業等との共同研究実施件数
【第４期中期目標期間における年平均共同研
究実施件数を第３期中期目標期間（平成28年
度～令和２年度）の年平均実施件数（129件）
より増加させる。】

③民間企業等との受託研究実施件数
【第４期中期目標期間における年平均受託研
究実施件数を第３期中期目標期間（平成28年
度～令和２年度）の年平均実施件数（180件）
より増加させる。】

・連携協定を締結している
企業等との間で組織対組織
の共同研究等を実施する。

・本学と民間企業等とのマッ
チングにより共同研究・受
託研究を実施する。

・企業等と連名で公的な競
争的研究資金を獲得し、同
資金を活用した共同研究・
受託研究を実施する。

・県や県内自治体等と連携
し、沖縄県が直面する地域
課題の解決に向けた研究
成果の社会実装を推進す
る。

・連携協定を締結している
企業等との間で組織対組織
の共同研究等を実施する。

・本学と民間企業等とのマッ
チングにより共同研究・受
託研究を実施する。

・企業等と連名で公的な競
争的研究資金を獲得し、同
資金を活用した共同研究・
受託研究を実施する。

・県や県内自治体等と連携
し、沖縄県が直面する地域
課題の解決に向けた研究
成果の社会実装を推進す
る。

・連携協定を締結している
企業等との間で組織対組織
の共同研究等を実施する。

・本学と民間企業等とのマッ
チングにより共同研究・受
託研究を実施する。

・企業等と連名で公的な競
争的研究資金を獲得し、同
資金を活用した共同研究・
受託研究を実施する。

・県や県内自治体等と連携
し、沖縄県が直面する地域
課題の解決に向けた研究
成果の社会実装を推進す
る。

・連携協定を締結している
企業等との間で組織対組織
の共同研究等を実施する。

・本学と民間企業等とのマッ
チングにより共同研究・受
託研究を実施する。

・企業等と連名で公的な競
争的研究資金を獲得し、同
資金を活用した共同研究・
受託研究を実施する。

・県や県内自治体等と連携
し、沖縄県が直面する地域
課題の解決に向けた研究
成果の社会実装を推進す
る。

・連携協定を締結している
企業等との間で組織対組織
の共同研究等を実施する。

・本学と民間企業等とのマッ
チングにより共同研究・受
託研究を実施する。

・企業等と連名で公的な競
争的研究資金を獲得し、同
資金を活用した共同研究・
受託研究を実施する。

・県や県内自治体等と連携
し、沖縄県が直面する地域
課題の解決に向けた研究
成果の社会実装を推進す
る。

・連携協定を締結している
企業等との間で組織対組織
の共同研究等を実施する。

・本学と民間企業等とのマッ
チングにより共同研究・受
託研究を実施する。

・企業等と連名で公的な競
争的研究資金を獲得し、同
資金を活用した共同研究・
受託研究を実施する。

・県や県内自治体等と連携
し、沖縄県が直面する地域
課題の解決に向けた研究
成果の社会実装を推進す
る。

22

琉球大学イノベーションイニシアティ
ブを機能強化し、学外の技術移転機
関等との連携を通じて、産学連携、
知的財産に関する支援体制を強化
する。

特許等出願件数
【年平均の特許等出願件数を第３期中期目標
期間（平成28年度～令和２年度）の年平均件
数（14件）より増加させる。】

・琉球大学イノベーションイ
ニシアティブの機能強化を
図る。

・学外の関係機関（沖縄総
合事務局知的財産室、TLO
等）との連携を通じて産学
連携・知的財産支援体制を
強化する。

・琉球大学イノベーションイ
ニシアティブの機能強化を
図る。

・学外の関係機関（沖縄総
合事務局知的財産室、TLO
等）との連携を通じて産学
連携・知的財産支援体制を
強化する。

・琉球大学イノベーションイ
ニシアティブの機能強化を
図る。

・学外の関係機関（沖縄総
合事務局知的財産室、TLO
等）との連携を通じて産学
連携・知的財産支援体制を
強化する。

・琉球大学イノベーションイ
ニシアティブの機能強化を
図る。

・学外の関係機関（沖縄総
合事務局知的財産室、TLO
等）との連携を通じて産学
連携・知的財産支援体制を
強化する。

・琉球大学イノベーションイ
ニシアティブの機能強化を
図る。

・学外の関係機関（沖縄総
合事務局知的財産室、TLO
等）との連携を通じて産学
連携・知的財産支援体制を
強化する。

・琉球大学イノベーションイ
ニシアティブの機能強化を
図る。

・学外の関係機関（沖縄総
合事務局知的財産室、TLO
等）との連携を通じて産学
連携・知的財産支援体制を
強化する。
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23

研究者データベースおよび第３期中
期目標期間中に立ち上げた研究ネッ
トワークを拡充するとともに、得られ
た多様な情報を基に、研究企画室を
中心として特色あるプロジェクトを立
ち上げて推進する。

①学術ネットワーク等によるシンポジウム等の
開催
【１ネットワークあたり年に１回以上のシンポジ
ウム等を開催する。】

②新たな特色あるプロジェクトの立ち上げ
【第４期中期目標期間中に３件以上のプロジェ
クトを立ち上げる。】

③研究者データベースに基づく戦略的な取組
【研究者データベースを充実させ、データに基
づく戦略的な取組を行う。】

・学術ネットワーク等による
シンポジウム等を開催し、
研究者間の交流や意見交
換の場を設ける。

・新たな特色あるプロジェク
ト立ち上げの基礎データと
なる研究者データベースを
充実させる。

・学術ネットワーク等による
シンポジウム等を開催し、
研究者間の交流や意見交
換の場を設ける。

・研究者データベースを充
実させ、共用機器関連の
データベース等と連携した
分析を実施し、特色あるプ
ロジェクトを推進するための
研究環境を整備する。

・学術ネットワーク等による
シンポジウム等を開催し、
研究者間の交流や意見交
換の場を設ける。

・研究者データベースを充
実させ、共用機器関連の
データベース等と連携した
分析を実施し、特色あるプ
ロジェクトを推進するための
研究環境を整備する。

・学術ネットワーク等による
シンポジウム等を開催し、
研究者間の交流や意見交
換の場を設ける。

・研究者データベースを充
実させ、共用機器関連の
データベース等と連携した
分析を実施し、特色あるプ
ロジェクトを推進するための
研究環境を整備する。

・令和７年度までに、新たな
特色あるプロジェクトを２件
以上立ち上げる。

・学術ネットワーク等による
シンポジウム等を開催し、
研究者間の交流や意見交
換の場を設ける。

・研究者データベースを充
実させ、共用機器関連の
データベース等と連携した
分析を実施し、特色あるプ
ロジェクトを推進するための
研究環境を整備する。

・学術ネットワーク等による
シンポジウム等を開催し、
研究者間の交流や意見交
換の場を設ける。

・研究者データベースを充
実させ、共用機器関連の
データベース等と連携した
分析を実施し、特色あるプ
ロジェクトを推進するための
研究環境を整備する。

・令和９年度までに、新たな
特色あるプロジェクトを通算
３件以上立ち上げる。

24

科研費に関する学内講演会開催等
による研究者のマインドの向上や申
請支援、部局ごとの強み弱み分析に
基づく取組の可視化等を行い、科研
費申請件数および採択件数を増加さ
せる。

①科研費申請件数
【年平均の科研費申請件数を第３期中期目標
期間（平成28年度～令和３年度）の年平均件
数（387件）より増加させる。】

②科研費採択件数
【年平均の科研費採択件数を第３期中期目標
期間（平成28年度～令和３年度）の年平均件
数（293件）より増加させる。】

・科研費に関する学内講演
会の開催等により、申請支
援を行う。

・部局ごとの申請および採
択状況を可視化するなど、
科研費申請に係る取組の
強化等を通じて、研究者の
科研費申請マインドの向上
を図り、申請件数および採
択件数の増加に繋げる。

・科研費に関する学内講演
会の開催等により、申請支
援を行う。

・部局ごとの申請および採
択状況を可視化するなど、
科研費申請に係る取組の
強化等を通じて、研究者の
科研費申請マインドの向上
を図り、申請件数および採
択件数の増加に繋げる。

・科研費に関する学内講演
会の開催等により、申請支
援を行う。

・部局ごとの申請および採
択状況を可視化するなど、
科研費申請に係る取組の
強化等を通じて、研究者の
科研費申請マインドの向上
を図り、申請件数および採
択件数の増加に繋げる。

・科研費に関する学内講演
会の開催等により、申請支
援を行う。

・部局ごとの申請および採
択状況を可視化するなど、
科研費申請に係る取組の
強化等を通じて、研究者の
科研費申請マインドの向上
を図り、申請件数および採
択件数の増加に繋げる。

・科研費に関する学内講演
会の開催等により、申請支
援を行う。

・部局ごとの申請および採
択状況を可視化するなど、
科研費申請に係る取組の
強化等を通じて、研究者の
科研費申請マインドの向上
を図り、申請件数および採
択件数の増加に繋げる。

・科研費に関する学内講演
会の開催等により、申請支
援を行う。

・部局ごとの申請および採
択状況を可視化するなど、
科研費申請に係る取組の
強化等を通じて、研究者の
科研費申請マインドの向上
を図り、申請件数および採
択件数の増加に繋げる。
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25

若手・女性・外国人研究者が、教育・
研究において優れた能力を十分に
発揮できるよう、研究活動等を支援
する環境を整備するとともに、国際
的に通用する研究力の向上のため
の制度の充実や機会の創出を図る。
また、大学運営を牽引する管理運営
能力を向上させるため、オーガナイ
ザー等のリーダー養成やメンタリン
グスキルの習得に資する機会を提供
する。

①研究活動等を支援する環境整備
【若手・女性・外国人研究者に対する教育研究
活動等の支援を充実させる。】

②大学運営能力向上のための機会提供
【マネジメント・リーダー研修等を第４期中期目
標期間最終年度まで年１回以上開催する。】

・若手・女性・外国人研究者
支援研究費の公募、研究活
動等支援員制度を活用し、
教育研究活動等を支援す
る。

・国際学会派遣費用補助や
海外調査派遣制度等の支
援を充実させる。

・管理運営能力の向上に資
するオーガナイザー養成支
援、メンタリングスキル習得
を含むマネジメント・リー
ダー育成を推進する。

・若手・女性・外国人研究者
支援研究費の公募、研究活
動等支援員制度を活用し、
教育研究活動等を支援す
る。

・国際学会派遣費用補助や
海外調査派遣制度等の支
援を充実させる。

・管理運営能力の向上に資
するオーガナイザー養成支
援、メンタリングスキル習得
を含むマネジメント・リー
ダー育成を推進する。

・若手・女性・外国人研究者
支援研究費の公募、研究活
動等支援員制度を活用し、
教育研究活動等を支援す
る。

・国際学会派遣費用補助や
海外調査派遣制度等の支
援を充実させる。

・管理運営能力の向上に資
するオーガナイザー養成支
援、メンタリングスキル習得
を含むマネジメント・リー
ダー育成を推進する。

・若手・女性・外国人研究者
支援研究費の公募、研究活
動等支援員制度を活用し、
教育研究活動等を支援す
る。

・国際学会派遣費用補助や
海外調査派遣制度等の支
援を充実させる。

・管理運営能力の向上に資
するオーガナイザー養成支
援、メンタリングスキル習得
を含むマネジメント・リー
ダー育成を推進する。

・若手・女性・外国人研究者
支援研究費の公募、研究活
動等支援員制度を活用し、
教育研究活動等を支援す
る。

・国際学会派遣費用補助や
海外調査派遣制度等の支
援を充実させる。

・管理運営能力の向上に資
するオーガナイザー養成支
援、メンタリングスキル習得
を含むマネジメント・リー
ダー育成を推進する。

・若手・女性・外国人研究者
支援研究費の公募、研究活
動等支援員制度を活用し、
教育研究活動等を支援す
る。

・国際学会派遣費用補助や
海外調査派遣制度等の支
援を充実させる。

・管理運営能力の向上に資
するオーガナイザー養成支
援、メンタリングスキル習得
を含むマネジメント・リー
ダー育成を推進する。

26

URA（University Research
Administrator）の雇用財源の安定化
に取り組むとともに、キャリアパスに
よる研究推進体制の強化を図る。

URAによる研究推進
【研究力強化、外部資金獲得およびブランド力
向上の観点から、URAの役割およびキャリア
パスの明確化を図り、成果・評価に基づく処遇
への反映を行う。】

・本学の研究推進における
URAの役割、成果・評価基
準、キャリアパスの明確化
を検討する。

・URAの安定的な雇用に向
けた学内制度の構築を検討
する。

・本学の研究推進における
URAの役割、成果・評価基
準、キャリアパスの明確化
を検討する。

・URAの安定的な雇用に向
けた学内制度の構築を検討
する。

・本学の研究推進における
URAの役割、成果・評価基
準、キャリアパスの明確化
を検討する。

・URAの安定的な雇用に向
けた学内制度の構築を検討
する。

・本学の研究推進における
URAの役割、成果・評価基
準、キャリアパスを確立す
る。

・URAの安定的な雇用に向
けた学内制度を構築する。

・確立した学内制度に基づ
き、URAによる研究推進を
強化する。

・確立した学内制度に基づ
き、URAによる研究推進を
強化する。
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令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

番
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年度計画

27

クロスアポイントメント制度の積極的
な活用を促し、外部機関での勤務を
通した幅広い見識を養う。
（中期計画その他の記載事項）

①クロスアポイントメント制度を利用した人材
を研究代表者・研究分担者とする共同研究・
受託研究実施件数
【第３期中期目標期間より総数を増加させる。】

②クロスアポイントメント制度を利用した人材
を著者に含む学術論文数
【第３期中期目標期間より総数を増加させる。】

・クロスアポイントメント制度
による研究者交流の機会拡
充に取り組む。

・本学教員がクロスアポイン
トメント制度による外部機関
での研究活動に従事しやす
い環境の整備を行う。

・クロスアポイントメント制度
による研究者交流の機会拡
充に取り組む。

・本学教員がクロスアポイン
トメント制度による外部機関
での研究活動に従事しやす
い環境の整備を行う。

・クロスアポイントメント制度
による研究者交流の機会拡
充に取り組む。

・本学教員がクロスアポイン
トメント制度による外部機関
での研究活動に従事しやす
い環境の整備を行う。

・クロスアポイントメント制度
による研究者交流の機会拡
充に取り組む。

・本学教員がクロスアポイン
トメント制度による外部機関
での研究活動に従事しやす
い環境の整備を行う。

・クロスアポイントメント制度
による研究者交流の機会拡
充に取り組む。

・本学教員がクロスアポイン
トメント制度による外部機関
での研究活動に従事しやす
い環境の整備を行う。

・クロスアポイントメント制度
による研究者交流の機会拡
充に取り組む。

・本学教員がクロスアポイン
トメント制度による外部機関
での研究活動に従事しやす
い環境の整備を行う。

28

本学が中心となり地域の教育研究の
推進を図るため、学内外に開かれた
共用研究設備体制（コアファシリ
ティ）をデータに基づき戦略的に整備
する。
（中期計画10-2）

①共用研究設備、研究成果および研究者
データベースを連携させた情報統括システム
の構築
【情報統括システムを令和５年度までに整備
し、システム活用による共用研究設備の有効
活用を行う。】

②本学が保有する共用分析機器等の学内外
の利用件数
【共用分析機器等の利用管理システム（仮称）
を整備・構築し、第４期中期目標期間における
共用分析機器等の年平均利用件数（第３期中
期目標期間（平成28年度～令和２年度）の年
平均実績：5,629件）を7,500件（1.3倍）以上に増
加させる。】

・情報統括システムを整備
し、試験運用を開始する。

・情報統括システムにより
研究基盤IR（データ分析・評
価）に基づく共用分析機器
等の整備・更新計画策定の
準備を進める。

・学内外へ向けた広報活
動、講習会やセミナーの開
催等により、共用分析機器
等の利用促進を図る。

・共用分析機器等の学内外
の利用促進に繋がる規則
等の見直しを行う。

・情報統括システムの本格
的な運用を開始する。

・情報統括システムにより
研究基盤IR（データ分析・評
価）に基づく共用分析機器
等の整備・更新計画を策定
する。

・学内外へ向けた広報活
動、講習会やセミナーの開
催等により、共用分析機器
等の利用促進を図る。

・情報統括システムを利用
し、研究基盤IR（データ分
析・評価）に基づく共用分析
機器等の整備・更新計画の
実施と見直しを行う。

・学内外へ向けた広報活
動、講習会やセミナーの開
催等により、共用分析機器
等の利用促進を図る。

・情報統括システムを利用
し、研究基盤IR（データ分
析・評価）に基づく共用分析
機器等の整備・更新計画の
実施と見直しを行う。

・学内外へ向けた広報活
動、講習会やセミナーの開
催等により、共用分析機器
等の利用促進を図る。

・情報統括システムを利用
し、研究基盤IR（データ分
析・評価）に基づく共用分析
機器等の整備・更新計画の
実施と見直しを行う。

・学内外へ向けた広報活
動、講習会やセミナーの開
催等により、共用分析機器
等の利用促進を図る。

・情報統括システムを利用
し、研究基盤IR（データ分
析・評価）に基づく共用分析
機器等の整備・更新計画の
実施と見直しを行う。

・学内外へ向けた広報活
動、講習会やセミナーの開
催等により、共用分析機器
等の利用促進を図る。
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29

コアファシリティ事業を軸に技術職員
の組織化（総合技術部（仮称））を行
い、研究基盤情報を統括するシステ
ムの構築と運用により共用設備を効
率的に運用する。

総合技術部（仮称）の設置
【令和５年度までに総合技術部（仮称）を設置
し、情報統括システムを構築し運用する。】

・コアファシリティ事業の下
に部会を立ち上げ、総合技
術部（仮称）の設置準備を
進める。

・総合技術部（仮称）を設置
する。

・総合技術部（仮称）と研究
基盤統括センター（仮称）が
連携し、情報統括システム
を活用した効率的な共用設
備の運用を開始する。

・情報統括システムを活用
した共用設備を効率的に運
用し、必要に応じてシステム
の改善・見直しを行う。

・情報統括システムを活用
した共用設備を効率的に運
用し、必要に応じてシステム
の改善・見直しを行う。

・コアファシリティ事業終了
後を見据えた、共用設備の
運用の展開について検討す
る。

・情報統括システムを活用
した共用設備を効率的に運
用し、必要に応じてシステム
の改善・見直しを行う。

・情報統括システムを活用
した共用設備を効率的に運
用し、必要に応じてシステム
の改善・見直しを行う。

Ⅲ　地域連携

30

首里城再興学術ネットワーク、おきな
わオープンファシリティネットワークな
どの学術ネットワークを各ステークホ
ルダーとともに運営し、活動を発展さ
せる。

学術ネットワークにおける活動の推進
【各学術ネットワークによるシンポジウム等を
毎年度１回以上開催し、活動の進捗状況およ
び成果等を広く公表する。】

・各参加機関と連携して、そ
れぞれの学術ネットワーク
によるシンポジウム等を１
回以上開催する。

・WebサイトやSNSを活用し
て、活動の進捗状況および
成果等を広く公表する。

・各参加機関と連携して、そ
れぞれの学術ネットワーク
によるシンポジウム等を１
回以上開催する。

・WebサイトやSNSを活用し
て、活動の進捗状況および
成果等を広く公表する。

・各参加機関と連携して、そ
れぞれの学術ネットワーク
によるシンポジウム等を１
回以上開催する。

・WebサイトやSNSを活用し
て、活動の進捗状況および
成果等を広く公表する。

・各参加機関と連携して、そ
れぞれの学術ネットワーク
によるシンポジウム等を１
回以上開催する。

・WebサイトやSNSを活用し
て、活動の進捗状況および
成果等を広く公表する。

・各参加機関と連携して、そ
れぞれの学術ネットワーク
によるシンポジウム等を１
回以上開催する。

・WebサイトやSNSを活用し
て、活動の進捗状況および
成果等を広く公表する。

・各参加機関と連携して、そ
れぞれの学術ネットワーク
によるシンポジウム等を１
回以上開催する。

・WebサイトやSNSを活用し
て、活動の進捗状況および
成果等を広く公表する。
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31

地域共創および産学官連携のプラッ
トフォームである琉球大学イノベー
ションイニシアティブなどのネットワー
クを活用し、異分野横断的な産学官
の連携協力体制のもと、自由な議論
に基づくオープンイノベーションを推
進することにより、持続可能な地域
社会の構築に寄与する。
（中期計画1-2）

①琉球大学イノベーションイニシアティブにお
いて活動した地域共創および産学官連携のプ
ロジェクト数
【地域共創および産学官連携のプロジェクトの
設置総数を第４期中期目標期間最終年度まで
に累計10件以上（令和２年度までの実績：累計
４件の2.5倍）とする。】

②登録され、活動したプロジェクトの最終成果
に対する外部有識者が参画する評価委員会
における評価結果
【第４期中期目標期間中において３件以上のプ
ロジェクトで５段階評価の４以上（人材育成等
の社会的波及効果が高いものまたは社会実
装可能と認められるもの）を達成する。】

・異分野横断的な産学官の
連携協力体制のもと、自由
な議論に基づくオープンイノ
ベーションを推進する。

・琉球大学イノベーションイ
ニシアティブに登録されたプ
ロジェクトの評価制度を構
築する。

・異分野横断的な産学官の
連携協力体制のもと、自由
な議論に基づくオープンイノ
ベーションを推進する。

・連携協力体制のあり方に
ついて検討を行い、必要に
応じて体制強化を図る。

・異分野横断的な産学官の
連携協力体制のもと、自由
な議論に基づくオープンイノ
ベーションを推進する。

・連携協力体制のあり方に
ついて検討を行い、必要に
応じて体制強化を図る。

・異分野横断的な産学官の
連携協力体制のもと、自由
な議論に基づくオープンイノ
ベーションを推進する。

・連携協力体制のあり方に
ついて検討を行い、必要に
応じて体制強化を図る。

・プロジェクトの成果に対す
る外部有識者が参画する評
価委員会による評価を実施
する。

・異分野横断的な産学官の
連携協力体制のもと、自由
な議論に基づくオープンイノ
ベーションを推進する。

・連携協力体制のあり方に
ついて検討を行い、必要に
応じて体制強化を図る。

・異分野横断的な産学官の
連携協力体制のもと、自由
な議論に基づくオープンイノ
ベーションを推進する。

・連携協力体制のあり方に
ついて検討を行い、必要に
応じて体制強化を図る。

32

大学、地方公共団体、産業界等が一
体となった沖縄産学官協働人財育成
円卓会議などの恒常的な議論の場
を通じて、県内の自治体、諸団体、
産業界等との連携を積極的に進める
とともに、地域が目指すべき将来ビ
ジョンの検討に積極的に関わり、そ
の実現に向けて協力する。

ステークホルダーとの恒常的な意見交換会の
開催状況
【沖縄産学官協働人財育成円卓会議などの意
見交換会を年に１回以上開催し、Webサイトで
情報を公開する。】

・地域連携プラットフォーム
（仮称）の構築に向けて、沖
縄県や関係機関と連携を図
る。

・地域連携プラットフォーム
（仮称）の構築に向けて、沖
縄県や関係機関と連携を図
る。

・沖縄産学官協働人財育成
円卓会議などの恒常的な議
論の場を通じて、ステークホ
ルダーとの意見交換会を開
催する。

・地域が目指すべき将来ビ
ジョンや地域課題解決の検
討に積極的に関与し、その
実現に向けて貢献する。

・沖縄産学官協働人財育成
円卓会議などの恒常的な議
論の場を通じて、ステークホ
ルダーとの意見交換会を開
催する。

・地域が目指すべき将来ビ
ジョンや地域課題解決の検
討に積極的に関与し、その
実現に向けて貢献する。

・沖縄産学官協働人財育成
円卓会議などの恒常的な議
論の場を通じて、ステークホ
ルダーとの意見交換会を開
催する。

・地域が目指すべき将来ビ
ジョンや地域課題解決の検
討に積極的に関与し、その
実現に向けて貢献する。

・沖縄産学官協働人財育成
円卓会議などの恒常的な議
論の場を通じて、ステークホ
ルダーとの意見交換会を開
催する。

・地域が目指すべき将来ビ
ジョンや地域課題解決の検
討に積極的に関与し、その
実現に向けて貢献する。
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33

地域の金融機関とのジョイントファン
ドによる地域企業との共同研究助成
やスタートアップ支援等を通じて産学
金連携の体制を強化し、地域企業と
のマッチング体制を充実させる。

①県内企業との共同研究実施件数
【県内企業との共同研究の年平均実施件数を
第３期中期目標期間（平成28年度～令和２年
度）の年平均実施件数（32件）より増加させ
る。】

②県内企業との受託研究実施件数
【県内企業との受託研究の年平均実施件数を
第３期中期目標期間（平成28年度～令和２年
度）の年平均実施件数（10件）より増加させ
る。】

・県内金融機関との連携に
よる県内企業との共同研究
助成、スタートアップ支援等
を通じて産学金連携の体制
を強化する。

・地域企業等とのマッチング
の仕組みと周知方法を検証
する。

・地域企業等との共同研
究・受託研究の拡充に向け
た取組を行う。

・県内金融機関との連携に
よる県内企業との共同研究
助成、スタートアップ支援等
を通じて産学金連携の体制
を強化する。

・地域企業等とのマッチング
の仕組みを地域経済界等
に広く周知する。

・地域企業等との共同研
究・受託研究の拡充に向け
た取組を行う。

・県内金融機関との連携に
よる県内企業との共同研究
助成、スタートアップ支援等
を通じて産学金連携の体制
を強化する。

・地域企業等とのマッチング
の仕組みを地域経済界等
に広く周知する。

・地域企業等との共同研
究・受託研究の拡充に向け
た取組を行う。

・県内金融機関との連携に
よる県内企業との共同研究
助成、スタートアップ支援等
を通じて産学金連携の体制
を強化する。

・地域企業等とのマッチング
の仕組みを地域経済界等
に広く周知する。

・地域企業等との共同研
究・受託研究の拡充に向け
た取組を行う。

・県内金融機関との連携に
よる県内企業との共同研究
助成、スタートアップ支援等
を通じて産学金連携の体制
を強化する。

・地域企業等とのマッチング
の仕組みを地域経済界等
に広く周知する。

・地域企業等との共同研
究・受託研究の拡充に向け
た取組を行う。

・県内金融機関との連携に
よる県内企業との共同研究
助成、スタートアップ支援等
を通じて産学金連携の体制
を強化する。

・地域企業等とのマッチング
の仕組みを地域経済界等
に広く周知する。

・地域企業等との共同研
究・受託研究の拡充に向け
た取組を行う。

34

地域公共政策士の養成を通じて県
内自治体、諸団体、産業界等との連
携を強化するとともに、地域課題の
解決に積極的に貢献する。

①社会人の地域公共政策士資格取得者数
【令和３年度末までの社会人の資格取得者数
を第４期中期目標期間最終年度までに３倍以
上に増加させる。】

②「地域公共政策士」が参画する地域課題解
決プロジェクトの推進
【地域公共政策士等で構成する「沖縄地域公
共政策研究会」における地域課題解決プロ
ジェクトを第４期中期目標期間最終年度までに
累計20件（令和３年度９月までの実績：累計６
件）以上とする。】

・社会人向け地域公共人材
養成プログラムの高度化を
図り、地域公共政策士資格
者を輩出する。

・輩出した資格者を沖縄地
域公共政策研究会で受け
入れ、地域公共政策士によ
る地域課題解決プロジェクト
の立ち上げと実践に取り組
む。

・社会人向け地域公共人材
養成プログラムの高度化を
図り、地域公共政策士資格
者を輩出する。

・輩出した資格者を沖縄地
域公共政策研究会で受け
入れ、地域公共政策士によ
る地域課題解決プロジェクト
の立ち上げと実践に取り組
む。

・社会人向け地域公共人材
養成プログラムの高度化を
図り、地域公共政策士資格
者を輩出する。

・輩出した資格者を沖縄地
域公共政策研究会で受け
入れ、地域公共政策士によ
る地域課題解決プロジェクト
の立ち上げと実践に取り組
む。

・社会人向け地域公共人材
養成プログラムの高度化を
図り、地域公共政策士資格
者を輩出する。

・輩出した資格者を沖縄地
域公共政策研究会で受け
入れ、地域公共政策士によ
る地域課題解決プロジェクト
の立ち上げと実践に取り組
む。

・社会人向け地域公共人材
養成プログラムの高度化を
図り、地域公共政策士資格
者を輩出する。

・輩出した資格者を沖縄地
域公共政策研究会で受け
入れ、地域公共政策士によ
る地域課題解決プロジェクト
の立ち上げと実践に取り組
む。

・社会人向け地域公共人材
養成プログラムの高度化を
図り、地域公共政策士資格
者を輩出する。

・輩出した資格者を沖縄地
域公共政策研究会で受け
入れ、地域公共政策士によ
る地域課題解決プロジェクト
の立ち上げと実践に取り組
む。
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35

沖縄県内の社会人を対象に、経済
団体、地方自治体、民間企業、ハ
ローワーク等の外部のステークホル
ダーと連携・協力し、即効性があり、
より実践的かつ応用的なリカレント教
育プログラム（キャリア開発、マーケ
ティング、起業、DX推進など）を開
発・設計する。また、オンラインと対
面とを組み合わせることにより、フレ
キシブルな受講が可能な教育プログ
ラムを提供することで、教育の質的
向上に繋げる。

受講生による受講後の評価
【教育プログラム受講後に実施するアンケート
調査における全体平均（理解度、満足度、授業
内容等）を５段階評価の４以上とする。】

・社会人向けリカレント教育
プログラムの対象となる公
開講座等を選定する仕組み
を構築する。

・外部ステークホルダーとの
連携・協力によるリカレント
教育プログラムの開発・設
計に向けた検討を行う。

・各教育プログラム共通の
アンケート項目を設定する。

・受講者へのアンケート調
査を実施し、全体平均（理
解度、満足度、授業内容
等）の向上に向けたプログ
ラム内容の改善を行う。

・外部ステークホルダーとの
連携・協力および受講者ア
ンケート調査結果を踏まえ、
より実践的かつ応用的なプ
ログラム開発改良を行う。

・受講者へのアンケート調
査を実施し、全体平均（理
解度、満足度、授業内容
等）の向上に向けたプログ
ラム内容の改善を行う。

・外部ステークホルダーとの
連携・協力および受講者ア
ンケート調査結果を踏まえ、
より実践的かつ応用的なプ
ログラム開発改良を行う。

・受講者へのアンケート調
査を実施し、全体平均（理
解度、満足度、授業内容
等）の向上に向けたプログ
ラム内容の改善を行う。

・外部ステークホルダーとの
連携・協力および受講者ア
ンケート調査結果を踏まえ、
より実践的かつ応用的なプ
ログラム開発改良を行う。

・受講者へのアンケート調
査を実施し、全体平均（理
解度、満足度、授業内容
等）の向上に向けたプログ
ラム内容の改善を行う。

・外部ステークホルダーとの
連携・協力および受講者ア
ンケート調査結果を踏まえ、
より実践的かつ応用的なプ
ログラム開発改良を行う。

・受講者へのアンケート調
査を実施し、全体平均（理
解度、満足度、授業内容
等）の向上に向けたプログ
ラム内容の改善を行う。

・外部ステークホルダーとの
連携・協力および受講者ア
ンケート調査結果を踏まえ、
より実践的かつ応用的なプ
ログラム開発改良を行う。

36

地域との産学官協働の場（共創の
場）として、研究推進機構共創拠点
運営部門によるプロジェクト推進を強
化するとともに、多様なステークホル
ダーが集まったコンソーシアムを設
立し、議論を通して、特定の社会課
題解決型の展開を目指す。さらに、
琉球大学イノベーションイニシアティ
ブとの連携により幅広い共創の場を
創出する。

①JST共創の場形成支援プログラム(COI-
NEXT)における本格型プロジェクトの研究進展
自己評価
【事業年度毎の研究開発課題を設定するとと
もに自己評価を毎年度行い、課題の80％以上
を達成する。】

②農水一体型サステイナブル陸上養殖共創コ
ンソーシアム(通称: 農水コンソーシアム)の総
会および部会の定期的開催
【総会と部会を合わせて毎年度８回以上開催
する。】

③農水コンソーシアムへの参画機関数
【農水コンソーシアムへの参画機関数（令和４
年３月時点：30機関）を第４期中期目標期間終
了までに55機関以上とする。】

・本格型プロジェクト実施の
ための詳細計画を立案し、
農水一体型サステイナブル
陸上養殖共創コンソーシア
ムの参画機関の拡充を図
る。

・コンソーシアム内に研究プ
ロジェクトにおける４つの開
発課題に基づく部会を置
き、共同研究への発展と拡
充を図る。

・学内組織が協働し琉球大
学イノベーションイニシア
ティブとの連携も強化しなが
ら、本学の産学官共創拠点
の基盤を形成する。

・資源循環型生物生産の沖
縄モデルの核となる技術開
発を進める。

・双方向コミュニケーション
によるワークショップを開催
し、多様なステークホルダー
の参加を広げる。

・コンソーシアム各部会の活
動を通じて、共同研究への
発展と拡充を図る。

・学内組織が協働し琉球大
学イノベーションイニシア
ティブとの連携も強化しなが
ら、本学の産学官共創拠点
の基盤拡充を図る。

・資源循環型生物生産の沖
縄モデルの実証の場をキャ
ンパス内に設置する。

・コンソーシアムにおける議
論を実証の場で実施し、サ
イトビジットを通じた新たな
連携の展開を図る。

・コンソーシアム各部会の活
動を通じて、共同研究への
発展と拡充を図る。

・学内組織が協働し琉球大
学イノベーションイニシア
ティブとの連携も強化しなが
ら、本学の産学官共創拠点
の基盤拡充を図る。

・資源循環型生物生産の沖
縄モデルの技術的優位性を
実証する。

・コンソーシアムを通じた他
地区展開を検討し、他地区
での新たな連携の展開を図
る。

・コンソーシアム各部会の活
動を通じて、共同研究への
発展と拡充を図る。

・学内組織が協働し琉球大
学イノベーションイニシア
ティブとの連携も強化しなが
ら、本学の産学官共創拠点
の基盤拡充を図る。

・他地区への展開に向けた
技術を確立し、コンソーシア
ムを通じて、展開先での連
携強化を行う。

・コンソーシアム各部会の活
動を通じて、共同研究への
発展と拡充を図る。

・学内組織が協働し琉球大
学イノベーションイニシア
ティブとの連携も強化しなが
ら、本学の産学官共創拠点
の基盤拡充を図る。

・実施した共創の場の取組
を検証し、コンソーシアム内
で共有する。

・第５期中期目標期間に向
けた目標・戦略の検討およ
び策定を行う。

・コンソーシアム各部会の活
動を通じて、共同研究への
発展と拡充を図る。

・学内組織が協働し琉球大
学イノベーションイニシア
ティブとの連携も強化しなが
ら、本学の産学官共創拠点
の基盤拡充を図る。
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37

教育委員会や学校と連携してICTを
活用した離島教育環境改善事業に
取り組むとともに、多機関連携により
人材育成プログラムを開発し、航空
産業などが求める人材の育成や、公
共政策の面から地域課題解決を担う
「地域公共政策士」（（一財）地域公
共人材開発機構が認証）を養成する
ことで、島嶼地域に固有な課題の解
決に貢献する。
（中期計画1-1）

①ICTにより配信した教育コンテンツに対する
教育委員会や学校の満足度
【毎年度実施する満足度調査において、提供し
た教育コンテンツに対する教育委員会や学校
からの満足度の平均を５段階評価の４以上と
する。】

②多機関連携により開発した航空人材育成プ
ログラムに対する関連機関等の満足度
【毎年度実施する満足度調査において、人材
育成プログラムに対する航空産業など関連機
関等からの満足度の平均を５段階評価の４以
上とする。】

③「地域公共政策士」が参画する地域課題解
決プロジェクトの推進
【地域公共政策士等で構成する「沖縄地域公
共政策研究会」における地域課題解決プロ
ジェクトを第４期中期目標期間最終年度までに
累計20件（令和３年度９月までの実績：累計６
件）以上とする。】

・ICTを活用した離島教育環
境改善事業について、県内
の教育委員会・学校を対象
とした調査を実施し、教育
環境に関する課題とコンテ
ンツのニーズを集積・分析
する。

・航空人材育成プログラム
として必要な学修内容・
ニーズについて関係機関等
と協働して整理し、教育コン
テンツの体系化に向けた検
討を行う。

・沖縄地域公共政策研究会
における地域公共政策士に
よる地域課題解決プロジェ
クトの立ち上げと実践に取
り組む。

・ニーズに対応した教育コン
テンツおよびICTを活用した
提供方法を開発し、事業を
開始する。

・航空人材育成に係る教育
コンテンツを開発・実施する
とともに、副専攻等の体系
化に取り組む。

・沖縄地域公共政策研究会
における地域公共政策士に
よる地域課題解決プロジェ
クトの立ち上げと実践に取
り組む。

・新たなコンテンツの開発・
提供に取り組むとともに、必
要に応じて教育コンテンツ
や提供方法の改善を行う。

・航空人材育成に係る教育
コンテンツを開発・実施する
とともに、副専攻等の体系
化に取り組む。

・沖縄地域公共政策研究会
における地域公共政策士に
よる地域課題解決プロジェ
クトの立ち上げと実践に取
り組む。

・新たなコンテンツの開発・
提供に取り組むとともに、必
要に応じて教育コンテンツ
や提供方法の改善を行う。

・航空人材育成に係る教育
コンテンツを開発・実施す
る。

・沖縄地域公共政策研究会
における地域公共政策士に
よる地域課題解決プロジェ
クトの立ち上げと実践に取
り組む。

・新たなコンテンツの開発・
提供に取り組むとともに、必
要に応じて教育コンテンツ
や提供方法の改善を行う。

・航空人材育成に係る教育
コンテンツを実施する。

・沖縄地域公共政策研究会
における地域公共政策士に
よる地域課題解決プロジェ
クトの立ち上げと実践に取
り組む。

・新たなコンテンツの開発・
提供に取り組むとともに、必
要に応じて教育コンテンツ
や提供方法の改善を行う。

・航空人材育成に係る教育
コンテンツを実施する。

・沖縄地域公共政策研究会
における地域公共政策士に
よる地域課題解決プロジェ
クトの立ち上げと実践に取
り組む。

38

既存施設の改修および新たな施設
の整備により、教育・研究・社会貢献
活動等における学内外ステークホル
ダーの共創の場としての全学的共用
施設（スペースを含む）を拡充する。
（中期計画10-1）

「共創の場」の拡大
【全学的なマネジメントにより、第４期中期目標
期間最終年度における全学的共用施設をはじ
めとした「共創の場」の面積を令和３年５月
（9,612㎡）に比較して５割以上増加させる。】

・施設の新増築および大規
模改修事業（農学部、工学
部）等において、全学的共
用施設（スペース含む）を令
和３年度比、８％以上確保
する。

・施設の新増築および大規
模改修事業（工学部）等に
おいて、全学的共用施設
（スペース含む）を令和３年
度比、16％以上確保する。

・施設の新増築および大規
模改修事業（工学部）等に
おいて、全学的共用施設
（スペース含む）を令和３年
度比、24％以上確保する。

・施設の新増築（医学部等）
および大規模改修事業（工
学部）等において、全学的
共用施設（スペース含む）を
令和３年度比、32％以上確
保する。

・施設の新増築および未改
修建物の大規模改修事業
等において、全学的共用施
設（スペース含む）を令和３
年度比、40％以上確保す
る。

・施設の新増築および未改
修建物の大規模改修事業
等において、全学的共用施
設（スペース含む）を令和３
年度比、50％以上確保す
る。

Ⅳ　国際連携
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39

アジアや島嶼地域ならではの特性や
課題を認識しグローバルな視点で課
題解決ができる人材を育成するた
め、対面による交流に加えICTを活
用した多様な学修の機会を提供する
ことにより、異文化交流機会を拡充
する。
（中期計画4-1）

①対面またはICTを活用した異文化理解等に
資する正課内外の教育プログラムの件数
【第４期中期目標期間中における年平均教育
プログラム件数を第３期中期目標期間（平成28
年度～令和２年度）の年平均件数（23.6件）か
ら20％以上増加させる。】

②アジアや島嶼地域との交流件数
【第４期中期目標期間中における年平均学生
交流件数を第３期中期目標期間（平成28年度
～令和２年度）の年平均件数（12.4件）から
20％以上増加させる。】

③一定の国際指向性の水準に達した参加者
の割合
【第４期中期目標期間の２年目から最終年度
（令和５年度～令和９年度）において、国際交
流プログラム等の効果を留学等の学習効果を
客観的に分析するためのツールであるBEVI
(Beliefs, Events, and Values Inventory)受検者
のうち50％以上（令和４年度新規取組）の学生
が、国際指向性の値で60以上を獲得する。】

・国際交流の推進に向けた
実施体制を強化する。

・BEVIの活用を促進するた
めのFDを実施する。

・COILを活用した授業や部
局が実施する短期研修、ま
た学生が主体となる異文化
交流活動等の支援により国
際共修の機会を提供する。

・対面またはICTを活用した
異文化理解に関する授業
や海外派遣・受入プログラ
ムを推進する。

・国際交流プログラム等の
参加学生の学習効果等に
ついて調査・分析し、必要に
応じて改善を行う。

・対面またはICTを活用した
異文化理解に関する授業
や海外派遣・受入プログラ
ムを推進する。

・国際交流プログラム等の
参加学生の学習効果等に
ついて調査・分析し、必要に
応じて改善を行う。

・対面またはICTを活用した
異文化理解に関する授業
や海外派遣・受入プログラ
ムを推進する。

・国際交流プログラム等の
参加学生の学習効果等に
ついて調査・分析し、必要に
応じて改善を行う。

・対面またはICTを活用した
異文化理解に関する授業
や海外派遣・受入プログラ
ムを推進する。

・国際交流プログラム等の
参加学生の学習効果等に
ついて調査・分析し、必要に
応じて改善を行う。

・対面またはICTを活用した
異文化理解に関する授業
や海外派遣・受入プログラ
ムを推進する。

・国際交流プログラム等の
参加学生の学習効果等に
ついて調査・分析し、必要に
応じて改善を行う。

40

海外大学との連携を軸に、国際共同
研究に関連するプロジェクト企画、知
的財産・特許等に関する支援を強化
する。

国際共著論文数
【第４期中期目標期間内における年平均国際
共著論文数を令和２年度実績（251報）より増
加させる。】

・国際共同研究を推進する
ために、プロジェクト企画・
申請、知的財産・特許等に
関する支援を強化する。

・公表された国際共著論文
数と支援状況を検証し、必
要に応じて支援策を強化す
る。

・国際共同研究を推進する
ために、プロジェクト企画・
申請、知的財産・特許等に
関する支援を強化する。

・公表された国際共著論文
数と支援状況を検証し、必
要に応じて支援策を強化す
る。

・国際共同研究を推進する
ために、プロジェクト企画・
申請、知的財産・特許等に
関する支援を強化する。

・公表された国際共著論文
数と支援状況を検証し、必
要に応じて支援策を強化す
る。

・国際共同研究を推進する
ために、プロジェクト企画・
申請、知的財産・特許等に
関する支援を強化する。

・公表された国際共著論文
数と支援状況を検証し、必
要に応じて支援策を強化す
る。

・国際共同研究を推進する
ために、プロジェクト企画・
申請、知的財産・特許等に
関する支援を強化する。

・公表された国際共著論文
数と支援状況を検証し、必
要に応じて支援策を強化す
る。

・国際共同研究を推進する
ために、プロジェクト企画・
申請、知的財産・特許等に
関する支援を強化する。

・公表された国際共著論文
数と支援状況を検証し、必
要に応じて支援策を強化す
る。
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41

海外の教育研究機関、医療機関お
よびJICAとの連携を通して、沖縄、
アジア太平洋地域の健康・保健医療
上の課題に対して、情報収集、評
価・分析、課題解決に向けて取り組
むことのできる医療系人材を養成す
る。

保健医療分野における海外国との事業推進
【人材養成を行うため海外国への人材派遣や
受入を伴う連携事業を毎年度１件以上実施す
る。】

・アジア太平洋地域の教育
研究機関、医療機関との連
携を通して、人材派遣や受
入を行い、医療系人材を養
成する。

・JICA沖縄と共同し、保健
分野の課題別研修を実施
し、保健学研究科JICA連携
開発大学院プログラムへの
留学生受入を強化する。

・保健学研究科において
WHOとの連携による太平洋
島嶼地域での研究プロジェ
クトを実施する。

・アジア太平洋地域の教育
研究機関、医療機関および
JICAとの連携を継続する。

・保健学研究科においてラ
オス国での草の根プロジェ
クト（母子保健）や研究プロ
ジェクトを始動する。

・アジア太平洋地域の教育
研究機関、医療機関および
JICAとの連携を通して、人
材派遣や受入を行い、医療
系の人材養成を戦略的に
推進する。

・ラオス国における草の根プ
ロジェクト（母子保健）にお
いて大学院生の参画を通じ
て人材育成を図る。

・アジア太平洋地域の教育
研究機関、医療機関および
JICAとの連携を通して、人
材派遣や受入を行い、医療
系の人材養成を戦略的に
推進する。

・ラオス国における草の根プ
ロジェクト（母子保健）で育
成された若手研究者を、保
健学研究科での人材育成
に活用する。

・アジア太平洋地域の教育
研究機関、医療機関および
JICAとの連携を通して、人
材派遣や受入を行い、医療
系の人材養成を戦略的に
推進する。

・国際プロジェクトを担う国
際連携担当部門の設置を
検討する。

・アジア太平洋地域の教育
研究機関、医療機関および
JICAとの連携を通して、人
材派遣や受入を行い、医療
系の人材養成を戦略的に
推進する。

・国際プロジェクトを担う国
際連携担当部門を設置す
る。

42

海外沖縄県人会等ネットワークとの
連携に基づき、本学学生と県人会等
との双方向の交流を促進する。ま
た、日本人学生の海外派遣や留学
生の受入拡大に向けて、海外在住
の卒業生（留学生含む）を活用した
国際交流を推進する。
（中期計画4-2）

海外沖縄県人会等のウチナーンチュネット
ワークを活用した国際的な教育活動の実績数
【海外沖縄県人会をはじめ、交流協定締結校
等と連携した講演会、シンポジウム、文化交流
イベント等の国際交流活動の実施件数を年平
均20件以上とする。】

・本取組の実施計画や予算
の執行などを検討する学内
委員会を組織する。

・コーディネータによる海外
沖縄県人会や海外在住卒
業生等との連絡・調整を積
極的に行い、本学教職員や
学生の国際交流活動を強
化する。

・世界のウチナーンチュ大
会（2022年10月開催）にお
ける国際交流活動を企画・
実施する。

・海外沖縄県人会等と連携
して授業内外でオンライン
等による国際交流活動を実
施する。

・国際交流協定校への派遣
学生や国際交流協定校か
らの受入留学生を活用して
授業内外でオンライン交流
等を実施する。

・留学経験のある学生等を
活用した学生主体の正課外
交流を実施する。

・海外沖縄県人会等と連携
して授業内外でオンライン
等による国際交流活動を実
施する。

・国際交流協定校への派遣
学生や国際交流協定校か
らの受入留学生を活用して
授業内外でオンライン交流
等を実施する。

・留学経験のある学生等を
活用した学生主体の正課外
交流を実施する。

・海外沖縄県人会等と連携
して授業内外でオンライン
等による国際交流活動を実
施する。

・国際交流協定校等や海外
在住卒業生等との国際交
流活動を実施する。

・海外沖縄県人会等と連携
して授業内外でオンライン
等による国際交流活動を実
施する。

・国際交流協定校等や海外
在住卒業生等との国際交
流活動を実施する。

・海外沖縄県人会等と連携
して授業内外でオンライン
等による国際交流活動を実
施する。

・国際交流協定校等や海外
在住卒業生等との国際交
流活動を実施する。

・令和９年度開催予定の世
界のウチナーンチュ大会に
おける国際交流活動を企
画・実施する。

21 / 35 



令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

番
号

ビジョン計画
（中期計画含む）

評価指標および達成水準
年度計画

43

基金を活用した奨学金を給付するな
どの経済的支援を行うとともに、外国
人留学生の置かれた状況に応じた
経済的支援等を行う。

経済的支援等の実施
【日本の水際対策における入国時検疫に係る
経費の支援や、食品の無料配布など、奨学金
の給付に加え、その他の経済的支援等を毎年
度実施する。】

・岸本基金やQUEST基金等
を活用した奨学金給付によ
る経済的支援を行う。

・外国人留学生の入国に伴
う検疫経費等の経済的支援
について検討し、必要に応
じて実施する。

・修学支援基金等を活用し
た奨学金給付や外国人留
学生に対する経済的支援を
行う。

・外国人留学生支援のため
の基金の拡充に努める。

・修学支援基金等を活用し
た奨学金給付や外国人留
学生に対する経済的支援を
行う。

・外国人留学生支援のため
の基金の拡充に努める。

・修学支援基金等を活用し
た奨学金給付や外国人留
学生に対する経済的支援を
行う。

・外国人留学生支援のため
の基金の拡充に努める。

・修学支援基金等を活用し
た奨学金給付や外国人留
学生に対する経済的支援を
行う。

・外国人留学生支援のため
の基金の拡充に努める。

・修学支援基金等を活用し
た奨学金給付や外国人留
学生に対する経済的支援を
行う。

・外国人留学生支援のため
の基金の拡充に努める。

Ⅴ　医療

44

安定した経営基盤の確立および医
療の質の向上のため、客観的な指
標に基づく分析を行い、他病院との
比較等も含めた本院の強みや課題
を明らかにする。その上で地域性を
踏まえた目標項目（新入院患者数の
増や入院期間の適正化等）を設定
し、モニタリングを通じた改善に取り
組む。

①社会情勢を踏まえた経営・医療の質に関す
る指標の設定
【経営改善や医療の質向上に資する重点項目
について目標値を設定し、定期的なモニタリン
グおよび関係職員への共有を実施する。】

②指標設定における対策会議の開催
【目標未達の項目に関して改善策を検討する
会議を年２回以上開催する。】

・複数の客観的指標による
現状分析を行う。

・分析に基づく地域性を踏
まえた目標項目・目標値の
設定を行う。

・目標項目の定期的なモニ
タリングを実施する。

・対策会議においてモニタリ
ング結果を踏まえた改善策
を検討し、必要に応じて改
善を行う。

・複数の客観的指標による
現状分析を行う。

・分析に基づく地域性を踏
まえた目標項目・目標値の
設定を行う。

・目標項目の定期的なモニ
タリングを実施する。

・対策会議においてモニタリ
ング結果を踏まえた改善策
を検討し、必要に応じて改
善を行う。

・西普天間地区への移転を
視野に入れた指標を追加す
る。

・複数の客観的指標による
現状分析を行う。

・分析に基づく地域性を踏
まえた目標項目・目標値の
設定を行う。

・目標項目の定期的なモニ
タリングを実施する。

・対策会議においてモニタリ
ング結果を踏まえた改善策
を検討し、必要に応じて改
善を行う。

・新病院移転に伴う経営・医
療の質への影響について
調査する。

・複数の客観的指標による
現状分析を行う。

・分析に基づく地域性を踏
まえた目標項目・目標値の
設定を行う。

・目標項目の定期的なモニ
タリングを実施する。

・対策会議においてモニタリ
ング結果を踏まえた改善策
を検討し、必要に応じて改
善を行う。

・移転に伴う経営・医療の質
への影響についてとりまと
める。

・複数の客観的指標による
現状分析を行う。

・分析に基づく地域性を踏
まえた目標項目・目標値の
設定を行う。

・目標項目の定期的なモニ
タリングを実施する。

・対策会議においてモニタリ
ング結果を踏まえた改善策
を検討し、必要に応じて改
善を行う。

・複数の客観的指標による
現状分析を行う。

・分析に基づく地域性を踏
まえた目標項目・目標値の
設定を行う。

・目標項目の定期的なモニ
タリングを実施する。

・対策会議においてモニタリ
ング結果を踏まえた改善策
を検討し、必要に応じて改
善を行う。
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45

医療従事者への教育・研修を通し
て、医療安全を含めた医療の質の向
上を推進できる人材、高度医療を実
践できる人材、地域医療の水準の向
上に貢献できる人材を継続的に育成
する。
（中期計画7-1）

①医療シミュレーション教育施設（おきなわク
リニカルシミュレーションセンター）における医
療安全を含む医療の質向上にかかる能動的
研修プログラム数（改訂数含む）
【第４期中期目標期間中に５件以上のプログラ
ム（令和２年度実施の全プログラム数：59件）を
新たに実施する。】

②琉球大学病院で育成した看護師特定行為
研修修了者数
【第４期中期目標期間中において年平均15名
以上（令和元年度～令和２年度の年平均実
績：14名）の看護師特定行為研修修了者を育
成する。】

③高度医療の実施件数
【第４期中期目標期間における年平均件数を
第３期中期目標期間（平成28年度～令和２年
度）の高難度(E難度)手術の年平均件数（152
件）および臓器移植の年平均件数（33件）から
10％以上増加させる。】

・医療安全を含む医療の質
向上にかかる関連情報の
収集および分析に基づいた
既存研修プログラムの改善
を行う。

・新たな能動的研修プログ
ラムを１件以上策定する。

・質の高い医療の提供のた
め看護師特定行為研修の
検証を行い、区分追加およ
び医療従事者ニーズ等につ
いて検討を行う。

・高度医療を提供する体制
の構築と人材育成のため現
状把握と分析を行う。

・医療安全を含む医療の質
向上にかかる関連情報の
収集および分析に基づいた
既存研修プログラムの改善
を行う。

・新たな能動的研修プログ
ラムを１件以上策定する。

・質の高い医療の提供のた
め看護師特定行為研修の
検証を行い、区分追加およ
び医療従事者ニーズ等につ
いて検討を行う。

・高度医療を提供する体制
を検証し、必要に応じて改
善を行う。

・医療安全を含む医療の質
向上にかかる関連情報の
収集および分析に基づいた
既存研修プログラムの改善
を行う。

・新たな能動的研修プログ
ラムを１件以上策定する。

・看護師特定行為研修内容
等について検証を行い、必
要に応じて改善し実施す
る。

・高度医療を提供する体制
を検証し、必要に応じて改
善を行う。

・医療安全を含む医療の質
向上にかかる関連情報の
収集および分析に基づいた
既存研修プログラムの改善
を行う。

・新たな能動的研修プログ
ラムを１件以上策定する。

・看護師特定行為研修内容
等について検証を行い、必
要に応じて改善し実施す
る。

・高度医療を提供する体制
を検証し、必要に応じて改
善を行う。

・医療安全を含む医療の質
向上にかかる関連情報の
収集および分析に基づいた
既存研修プログラムの改善
を行う。

・新たな能動的研修プログ
ラムを１件以上策定する。

・看護師特定行為研修内容
等について検証を行い、必
要に応じて改善し実施す
る。

・高度医療を提供する体制
を検証し、必要に応じて改
善を行う。

・医療安全を含む医療の質
向上にかかる関連情報の
収集および分析に基づいた
既存研修プログラムの改善
を行う。

・新たな能動的研修プログ
ラムを１件以上策定する。

・看護師特定行為研修内容
等について検証を行い、必
要に応じて改善し実施す
る。

・高度医療を提供する体制
を検証し、必要に応じて改
善を行う。

46

地域枠学生をはじめとする医学生の
臨床実習・臨床研修を県内外の離
島・へき地の診療所で実施するとと
もに、医療従事者向けに地域の実情
に合わせた研修プログラムを拡充す
ることにより、高度な医療と地域医療
を担う優れた医療人を養成し、地域
医療施設への派遣システムの構築
および調整を行う。

①地域医療人材の育成・派遣等に関する体制
の整備
【令和７年度までに地域医療人材に関する教
育・研修・派遣等の実施・充実のための体制を
整備する。】

②琉球大学病院地域医療教育センター（仮
称）設置の推進
【公立北部医療センターの設立時に、同医療
センター内に、専攻医、研修医および学生の
指導や医療従事者の教育を行うための「琉球
大学病院地域医療教育センター（仮称）」設置
に向けた検討を行う。】

・学内関係者および沖縄県
関係機関とも情報収集や意
見交換等を行い、地域医療
人材の育成・派遣等に関
する体制の整備に向けた
検討を行う。

・地域医療施設への医師
派遣システムの構築につ
いて検討する。

・医療従事者向けの研修
プログラムの開発と実施
について検討する。

・医師確保および医療人
材を育成するため、琉球
大学病院地域医療教育セ
ンター（仮称）の活動内
容等に関して検討する。

・学内関係者および沖縄県
関係機関とも情報収集や意
見交換等を行い、地域医療
人材の育成・派遣等に関
する体制の整備および充
実に向けた検討を行う。

・地域医療施設への医師
派遣システムの構築につ
いて検討する。

・医療従事者向けの研修
プログラムの開発と実施
について検討する。

・医師確保および医療人
材を育成するため、琉球
大学病院地域医療教育セ
ンター（仮称）の活動内
容等に関する方針を策定
する。

・学内関係者および沖縄県
関係機関とも情報収集や意
見交換等を行い、地域医療
人材の育成・派遣等に関
する体制の整備および充
実に向けた検討を行う。

・地域医療施設への医師
派遣システムの構築につ
いて検討する。

・医療従事者向けの研修
プログラムの開発と実施
について検討する。

・医師確保および医療人
材を育成するため、琉球
大学病院地域医療教育セ
ンター（仮称）の規模や
派遣する教員等の人員配
置に関する方針を策定す
る。

・地域医療人材の育成・派
遣等に関する体制の整備
および充実のための意見
調整や方向性を決定する
会議体「琉球大学病院地
域医療調整会議(仮称)」
を設置する。

・地域医療施設への医師
派遣システムの構築につ
いて検討する。

・医療従事者向けの研修
プログラムの評価および
必要に応じ改善を図る。

・医師確保および医療人
材を育成するため、琉球
大学病院地域医療教育セ
ンター（仮称）の設立準
備室を設置し、配置する
教員等の診療科および人
数を決定する。

・地域医療人材の育成・派
遣に関する体制について
検証し、必要に応じて改
善を図る。

・医療従事者向けの研修
プログラムの評価および
必要に応じ改善を図る。

・医師確保および医療人
材を育成するため、琉球
大学病院地域医療教育セ
ンター（仮称）の講座に
関するカリキュラム等を
検討する。

・医師確保および医療人
材を育成するため、琉球
大学病院地域医療教育セ
ンター（仮称）に配置す
る教員等の公募・選考を
行う。

・地域医療人材の育成・派
遣に関する体制について
検証し、必要に応じて改
善を図る。

・医療従事者向けの研修
プログラムの評価および
必要に応じ改善を図る。

・医師確保および医療人
材を育成するため、琉球
大学病院地域医療教育セ
ンター（仮称）に配置す
る教員等の公募・選考を
行う。
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47

琉球大学医学部先端医学研究セン
ターにおける研究支援体制をより充
実させ、高度な専門知識を持つ人材
育成を行うことにより、研究機能を更
に強化し新たな治療法の開発や産
学連携を推進させる。

①先端医学研究センターの研究支援分野の
強化
【令和８年度までにURA雇用等により産官学連
携を推進し、沖縄バイオインフォメーションバン
クの運用について戦略を立てる。】

②先端医学研究センターの研究機能強化
【産官学連携を推進し、創薬や新たな治療法
開発に繋がる研究を推進する。】

・企業、沖縄県、各省庁等
のニーズを調査し、研究
シーズのプロジェクト化を推
進する。
　
・メディカルDX分野を新設
する。
　
・産官学連携支援室（仮称）
を設置する。

・創薬や新たな治療法開発
に繋がる研究を推進する。

・企業、沖縄県、各省庁等
のニーズを調査し、研究
シーズのプロジェクト化を推
進する。
　
・マルチオミクス分野と感染
症分野を新設する。

・創薬や新たな治療法開発
に繋がる研究を推進する。

・研究支援体制の強化によ
り、企業、沖縄県、各省庁
等のニーズと研究シーズの
マッチングを推進し、外部資
金の獲得に繋げる。

・創薬や新たな治療法開発
に繋がる研究を推進する。

・研究支援体制の強化によ
り、企業、沖縄県、各省庁
等のニーズと研究シーズの
マッチングを推進し、外部資
金の獲得に繋げる。

・創薬や新たな治療法開発
に繋がる研究を推進する。

・研究支援体制の強化によ
り、企業、沖縄県、各省庁
等のニーズと研究シーズの
マッチングを推進し、外部資
金の獲得に繋げる。

・創薬や新たな治療法開発
に繋がる研究を推進する。

・研究支援体制の強化によ
り、企業、沖縄県、各省庁
等のニーズと研究シーズの
マッチングを推進し、外部資
金の獲得に繋げる。

・創薬や新たな治療法開発
に繋がる研究を推進する。

48

臨床研究管理部門の活動を充実さ
せ、質の高い臨床研究の実施を支
援することで、それらを推進する医師
や医療人材およびそれをサポートす
る人材を継続的に育成する。
 （中期計画7-2）

①倫理審査委員会等で審査した臨床研究の
実施承認数
【第４期中期目標期間最終年度までに実施承
認数を令和４年度の実施承認数から10％以上
増加させる。】

②臨床研究管理部門（レギュレーション部門）
におけるモニタリングの実施割合
【第４期中期目標期間における「モニタリング中
の課題数/（特定臨床研究実施数+医師主導治
験数）」の値を年平均１以上にする。】

・質の高い臨床研究支援の
ため、他大学の臨床研究支
援体制との比較検討、リ
モート審査や監査の体制整
備、モニタリング等の品質
管理支援等、臨床研究管理
部門体制に関する強化策を
検討する。

・臨床研究を支援する人材
をOJTによって育成するとと
もに、OJTのプログラム開発
を行う。

・臨床研究者育成のワーク
ショップを継続的に実施す
る。

・臨床研究実施のための研
究費申請を支援する。

・臨床研究管理部門につい
て検証を行い、必要に応じ
て改善を行う。

・OJTによる研究者教育プ
ログラムを実施する。

・臨床研究者育成のワーク
ショップを継続的に実施す
る。

・臨床研究実施のための研
究費申請を支援する。

・臨床研究管理部門につい
て検証を行い、必要に応じ
て改善を行う。

・OJTによる研究者教育プ
ログラムを実施する。

・臨床研究者育成のワーク
ショップを継続的に実施す
る。

・臨床研究実施のための研
究費申請を支援する。

・臨床研究管理部門につい
て検証を行い、必要に応じ
て改善を行う。

・OJTによる研究者教育プ
ログラムを実施する。

・臨床研究者育成のワーク
ショップを継続的に実施す
る。

・臨床研究実施のための研
究費申請を支援する。

・臨床研究管理部門につい
て検証を行い、必要に応じ
て改善を行う。

・OJTによる研究者教育プ
ログラムを実施する。

・臨床研究者育成のワーク
ショップを継続的に実施す
る。

・臨床研究実施のための研
究費申請を支援する。

・臨床研究管理部門につい
て検証を行い、必要に応じ
て改善を行う。

・OJTによる研究者教育プ
ログラムを実施する。

・臨床研究者育成のワーク
ショップを継続的に実施す
る。

・臨床研究実施のための研
究費申請を支援する。
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49

「琉球大学医学部および同附属病院
移転整備基本構想」における「国際
化」「人材育成」「先端研究・産業振
興」および「医療水準の向上」の4つ
の基本方針に沿って、沖縄県、宜野
湾市の地域と関係省庁等との緊密
な連携を取り、移転事業を円滑に進
める。

①西普天間移転における施設整備の進捗状
況
【令和６年度に医学部および病院が移転完了
するまでの施設整備の進捗状況管理を行う。】

②西普天間における開院・開学に向けた説明
会やシンポジウム等の取組実施件数
【令和６年度完了の移転に向けた気運を高め
るための地域に向けた説明会やシンポジウム
等を移転完了までに３件以上開催する。】

・周辺自治体等との緊密な
連携を取りながら、着実に
移転事業を進める。

・事業に対する理解をより
深めるため地域に向けた説
明会等（Webを含む）を企
画・実施し、関連情報を発
信する。

・周辺自治体等との緊密な
連携を取りながら、着実に
移転事業を進める。

・事業に対する理解をより
深めるため、関連情報を発
信する。

・周辺自治体等との緊密な
連携を取りながら、移転完
了に向けて着実に事業を進
める。

・事業に対する理解をより
深めるため地域に向けた説
明会等（Webを含む）を企
画・実施し、関連情報を発
信する。

Ⅵ　大学運営

50

情報化推進体制を整備するととも
に、新たに策定する情報化推進計画
に沿って、新規システムの導入等に
よる事務の効率化や情報基盤の整
備、情報セキュリティ教育等を進める
ことにより、デジタル・キャンパスを推
進する。
（中期計画13）

①情報化推進体制の整備および情報セキュリ
ティ対策の強化
【令和４年度までに新たな情報化推進計画を
策定するとともに、デジタル・キャンパス推進室
（仮称）を設置し、情報セキュリティ担当部署と
連携することで、CSIRT体制（情報セキュリティ
体制）を強化する。】

②業務システム導入による業務の高度化
【令和６年度までに業務の継続性・効率化・労
力の削減に繋がる新たな業務システムを導入
し、令和７年度からは、導入した業務システム
による業務の高度化に関する検証・改善を行
う。】

③ネットワーク環境の整備
【令和５年度までに、SINETデータセンター間・
キャンパス間40Gbps以上（令和３年度現在
10Gbps）にアクセス回線の高速化を行い、ネッ
トワーク環境を強化する。】

・デジタル・キャンパス推進
室（仮称）を設置して情報化
推進体制を整備する。

・システム導入や情報基盤
整備等情報化を推進するた
めの情報化推進計画を策
定する。

・サイバーセキュリティ対策
基本計画を改定して情報セ
キュリティ対策の強化を行
う。

・情報化推進計画に沿っ
て、デジタル・キャンパスを
推進する。

・業務の継続性・効率化・労
力の削減に繋がる新たな業
務システムの導入を検討す
る。

・SINETデータセンター間・
キャンパス間アクセス回線
の高速化（40Gbps以上（令
和３年度現在10Gbps））を行
うことによってネットワーク
環境を強化する。

・情報化推進計画に沿っ
て、デジタル・キャンパスを
推進する。

・業務の継続性・効率化・労
力の削減に繋がる新たな業
務システムの導入を行う。

・情報セキュリティ教育や訓
練の強化を実施することに
よって情報セキュリティ対策
の強化を行う。

・情報化推進計画に沿っ
て、デジタル・キャンパスを
推進する。

・業務の継続性・効率化・労
力の削減に繋がる新たな業
務システムについて検証
し、必要に応じて改善を行
う。

・サイバーセキュリティ対策
基本計画を検証し、必要に
応じて改善を行う。

・情報化推進計画に沿っ
て、デジタル・キャンパスを
推進する。

・業務の継続性・効率化・労
力の削減に繋がる新たな業
務システムについて検証
し、必要に応じて改善を行
う。

・情報セキュリティ教育や訓
練の強化を実施することに
よって情報セキュリティ対策
の強化を行う。

・情報化推進計画に沿っ
て、デジタル・キャンパスを
推進する。

・情報セキュリティ人材に対
して、デジタルリテラシーに
係る外部資格等の取得推
進を行うことによって情報セ
キュリティ対策の強化を行
う。
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51

「琉球大学の中期将来ビジョン」の実
現に資する優れた教育研究活動等
に対し、学長のリーダーシップに基づ
き戦略的かつ重点的な資源配分を
行う。
（中期計画11-2）

①優れた教育研究活動等に対する適切な資
源配分
【令和４年度に「琉球大学の中期将来ビジョン」
の実現のため、教育研究活動等の活性化に繋
げる適切な予算配分方法を策定する。】

②資源配分に関する検証・評価
【検証・評価結果を次年度以降の資源配分方
法に反映させる。】

・教育研究活動等の活性化
に繋げる適切な予算配分方
法を策定する。

・前年度までの資源配分に
関する検証と教育研究への
効果を評価する。

・教育研究活動等の活性化
に繋げる適切な予算配分方
法を検証し、必要に応じて
改善を行う。

・前年度までの資源配分に
関する検証と教育研究への
効果を評価する。

・教育研究活動等の活性化
に繋げる適切な予算配分方
法を検証し、必要に応じて
改善を行う。

・前年度までの資源配分に
関する検証と教育研究への
効果を評価する。

・教育研究活動等の活性化
に繋げる適切な予算配分方
法を検証し、必要に応じて
改善を行う。

・前年度までの資源配分に
関する検証と教育研究への
効果を評価する。

・教育研究活動等の活性化
に繋げる適切な予算配分方
法を検証し、必要に応じて
改善を行う。

・前年度までの資源配分に
関する検証と教育研究への
効果を評価する。

・教育研究活動等の活性化
に繋げる適切な予算配分方
法を検証し、必要に応じて
改善を行う。

52

URAやファンドレイザーの育成によ
り、専門人材を活用した組織対組織
による産学官金の連携強化を図ると
ともに、琉球大学後援財団や琉球大
学同窓会など関係機関と連携し、外
部資金の受入拡大と多様化を目指
す。また、国、県、諸財団あるいは企
業からの外部資金の受入れを拡充
するとともに、クラウドファンディング
などの多様な資金の受入れを進め
る。
（中期計画11-1）

①学内研究機器・設備を利用した受託解析実
施件数
【第４期中期目標期間における年平均受託解
析実施件数を第３期中期目標期間（平成28年
度～令和２年度）の年平均実施件数（5.2件）よ
り増加させる。】

②民間企業等との共同研究実施件数（再掲）
【第４期中期目標期間における年平均共同研
究実施件数を第３期中期目標期間（平成28年
度～令和２年度）の年平均実施件数（129件）
より増加させる。】

③民間企業等との受託研究実施件数（再掲）
【第４期中期目標期間における年平均受託研
究実施件数を第３期中期目標期間（平成28年
度～令和２年度）の年平均実施件数（180件）
より増加させる。】

④外部資金獲得の取組強化
【第４期中期目標期間における外部資金獲得
額を第３期中期目標期間（平成28年度～令和
２年度）の年平均獲得額より増加させる。】

・分析機器の利用に関して
ステークホルダー向けの説
明会を開催する。

・基金関連のWebサイトの充
実とパンフレット改訂による
広報活動を強化する。

・ファンドレイザー育成に向
けた取組を推進する。

・本学と民間企業等とのマッ
チングにより共同研究・受
託研究を実施する。

・企業等と連名で公的な競
争的研究資金を獲得し、同
資金を活用した共同研究・
受託研究を実施する。

・多様な外部資金へのアク
セスの仕組みの充実などを
通じて本学の外部資金獲得
力を向上させる。

・分析機器の利用に関して
ステークホルダー向けの説
明会を開催する。

・基金関連のWebサイトとパ
ンフレットの内容を検証し、
必要に応じて改善を行う。

・ファンドレイザー育成に向
けた取組を推進する。

・本学と民間企業等とのマッ
チングにより共同研究・受
託研究を実施する。

・企業等と連名で公的な競
争的研究資金を獲得し、同
資金を活用した共同研究・
受託研究を実施する。

・多様な外部資金へのアク
セスの仕組みの充実などを
通じて本学の外部資金獲得
力を向上させる。

・分析機器の利用に関して
ステークホルダー向けの説
明会を開催する。

・基金関連のWebサイトとパ
ンフレットの内容を検証し、
必要に応じて改善を行う。

・ファンドレイザー育成に向
けた取組を推進する。

・本学と民間企業等とのマッ
チングにより共同研究・受
託研究を実施する。

・企業等と連名で公的な競
争的研究資金を獲得し、同
資金を活用した共同研究・
受託研究を実施する。

・多様な外部資金へのアク
セスの仕組みの充実などを
通じて本学の外部資金獲得
力を向上させる。

・分析機器の利用に関して
ステークホルダー向けの説
明会を開催する。

・基金関連のWebサイトとパ
ンフレットの内容を検証し、
必要に応じて改善を行う。

・育成したファンドレイザー
により、さらなる外部資金の
獲得に努める。

・本学と民間企業等とのマッ
チングにより共同研究・受
託研究を実施する。

・企業等と連名で公的な競
争的研究資金を獲得し、同
資金を活用した共同研究・
受託研究を実施する。

・多様な外部資金へのアク
セスの仕組みの充実などを
通じて本学の外部資金獲得
力を向上させる。

・分析機器の利用に関して
ステークホルダー向けの説
明会を開催する。

・基金関連のWebサイトとパ
ンフレットの内容を検証し、
必要に応じて改善を行う。

・育成したファンドレイザー
により、さらなる外部資金の
獲得に努める。

・本学と民間企業等とのマッ
チングにより共同研究・受
託研究を実施する。

・企業等と連名で公的な競
争的研究資金を獲得し、同
資金を活用した共同研究・
受託研究を実施する。

・多様な外部資金へのアク
セスの仕組みの充実などを
通じて本学の外部資金獲得
力を向上させる。

・分析機器の利用に関して
ステークホルダー向けの説
明会を開催する。

・基金関連のWebサイトとパ
ンフレットの内容を検証し、
必要に応じて改善を行う。

・育成したファンドレイザー
により、さらなる外部資金の
獲得に努める。

・本学と民間企業等とのマッ
チングにより共同研究・受
託研究を実施する。

・企業等と連名で公的な競
争的研究資金を獲得し、同
資金を活用した共同研究・
受託研究を実施する。

・多様な外部資金へのアク
セスの仕組みの充実などを
通じて本学の外部資金獲得
力を向上させる。
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53

学外理事を含めた役員会での議論
や、学外委員を含めた経営協議会で
の議論等を踏まえつつ、学長のリー
ダーシップのもとで、学内外の専門
的知見も活用しながら、本学の基本
理念等に基づいて戦略的な大学運
営を行う。
（中期計画9）

①経営協議会学外委員からの意見・提言へ
の対応
【大学運営に資する意見や提言について対応
策を検討し、第４期中期目標期間中において
年に１回以上その進捗または成果（効果）を学
内外に示す。（令和４年度新規取組）】

②本学教職員による大学運営への参加
【第４期中期目標期間を通じて、全学的に取り
組むべき課題について、専門性を持った多様
な職種の教職員に参加する機会を提供する。】

③役員をはじめとする大学幹部を対象とした、
外部有識者による経営セミナーの実施回数
【第４期中期目標期間内において、経営セミ
ナー（令和４年度新規取組）を年１回以上実施
する。】

・経営協議会での意見・提
言等について対応策を検討
し、その進捗または成果（効
果）を学内外に公表する。

・学内外の専門的知見を活
用することにより、戦略的な
大学運営に取り組む。

・外部有識者による経営セ
ミナーを実施する。

・経営協議会での意見・提
言等について対応策を検討
し、その進捗または成果（効
果）を学内外に公表する。

・学内外の専門的知見を活
用することにより、戦略的な
大学運営に取り組む。

・外部有識者による経営セ
ミナーを実施する。

・経営協議会での意見・提
言等について対応策を検討
し、その進捗または成果（効
果）を学内外に公表する。

・学内外の専門的知見を活
用することにより、戦略的な
大学運営に取り組み、全学
的に取り組むべき課題につ
いては、専門性を持った多
様な職種の教職員が検討
に関わることができる機会
を提供する。

・外部有識者による経営セ
ミナーを実施する。

・経営協議会での意見・提
言等について対応策を検討
し、その進捗または成果（効
果）を学内外に公表する。

・学内外の専門的知見を活
用することにより、戦略的な
大学運営に取り組み、全学
的に取り組むべき課題につ
いては、専門性を持った多
様な職種の教職員が検討
に関わることができる機会
を提供する。

・外部有識者による経営セ
ミナーを実施する。

・経営協議会での意見・提
言等について対応策を検討
し、その進捗または成果（効
果）を学内外に公表する。

・学内外の専門的知見を活
用することにより、戦略的な
大学運営に取り組み、全学
的に取り組むべき課題につ
いては、専門性を持った多
様な職種の教職員が検討
に関わることができる機会
を提供する。

・外部有識者による経営セ
ミナーを実施する。

・経営協議会での意見・提
言等について対応策を検討
し、その進捗または成果（効
果）を学内外に公表する。

・学内外の専門的知見を活
用することにより、戦略的な
大学運営に取り組み、全学
的に取り組むべき課題につ
いては、専門性を持った多
様な職種の教職員が検討
に関わることができる機会
を提供する。

・外部有識者による経営セ
ミナーを実施する。

54

自己点検・評価会議、各自己点検・
評価委員会および大学評価IRマネジ
メントセンターが連携の上で、客観性
と外部性を保った自己点検・評価を
毎年度実施し、その結果を分かりや
すく公表するとともに、それをエビデ
ンスベースで取り入れた戦略による
法人経営を具現化していく。
（中期計画12-1）

①客観性と外部性を備えた自己点検・評価の
実施
【令和４年度に外部視点からの意見等を取り
入れる自己点検・評価体制に見直し、これに基
づき自己点検・評価を毎年度実施する。】

②本学独自の指標による計画の進捗管理
【「琉球大学の中期将来ビジョン」の達成に向
けて設定した指標に基づく計画の進捗管理を
毎年度実施する。】

③自己点検・評価の結果に基づく改善および
公表
【自己点検・評価の結果に基づき策定した改善
計画の進捗を管理し、その結果を年度毎に公
式Webサイトにおいて公表する。】

・外部視点を取り入れた自
己点検・評価体制となるよう
見直しを行う。

・「中期将来ビジョン」の達
成に向けたビジョン計画に
ついて自己点検・評価によ
る進捗管理を行う。

・自己点検・評価の結果に
ついて、大学評価IRマネジ
メントセンターを中心とする
IR機能を活用した改善計画
を策定し、必要な改善を行
う。

・改善状況について、第三
者による助言や検証を取り
入れた自己点検・評価を行
い、その結果を公表する。

・自己点検・評価の結果に
ついて、大学評価IRマネジ
メントセンターを中心とする
IR機能を活用した改善計画
を策定し、必要な改善を行
う。

・改善状況について、第三
者による助言や検証を取り
入れた自己点検・評価を行
い、その結果を公表する。

・自己点検・評価の結果に
ついて、大学評価IRマネジ
メントセンターを中心とする
IR機能を活用した改善計画
を策定し、必要な改善を行
う。

・改善状況について、第三
者による助言や検証を取り
入れた自己点検・評価を行
い、その結果を公表する。

・４年目終了時評価に向け
て、自己点検・評価のシス
テムが法人経営の質的向
上に資するかという観点に
ついて検証し、必要に応じ
て改善する。

・自己点検・評価の結果に
ついて、大学評価IRマネジ
メントセンターを中心とする
IR機能を活用した改善計画
を策定し、必要な改善を行
う。

・改善状況について、第三
者による助言や検証を取り
入れた自己点検・評価を行
い、その結果を公表する。

・第４サイクルの認証評価
の評価基準に沿った自己点
検・評価体制を整備する。

・自己点検・評価の結果に
ついて、大学評価IRマネジ
メントセンターを中心とする
IR機能を活用した改善計画
を策定し、必要な改善を行
う。

・改善状況について、第三
者による助言や検証を取り
入れた自己点検・評価を行
い、その結果を公表する。

・自己点検・評価のシステム
が法人運営の質的向上に
資するかという観点につい
て検証し、体制を改善する。
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55

学内の各種データの収集機能の向
上を図り、整理・分析・可視化するこ
とにより、エビデンスベースの大学運
営に利活用する。

①データカタログの可視化
【令和４年度までにデータカタログを作成し、役
員および大学構成員が利活用できるように可
視化する。】

②法人経営および大学運営に資するデータの
共有
【役員連絡会等において、年に３回以上、収集
および分析したデータに関する情報共有を行
う。】

③レポートサイトの開設
【分析したデータを学内に公開するためのレ
ポートサイトを令和５年度までに開設し、掲載
するデータの種類を第４期中期目標期間最終
年度までに開設時より100％以上増加させ
る。】

・学内の各種データの収集
機能の向上を図り、役員お
よび大学構成員が利活用
できるようなデータカタログ
を作成する。

・法人経営および大学運営
に資するデータについて、
役員連絡会等において情報
共有を行う。

・公開したデータカタログの
内容を充実させる。

・法人経営および大学運営
に資するデータについて、
役員連絡会等において情報
共有を行う。

・BI（ビジネスインテリジェン
ス）ツールを用いて、整理・
分析・可視化したデータを
学内に公開するためのレ
ポートサイトを開設する。

・公開したデータカタログお
よびレポートサイト（琉大IR
ダッシュボード）の内容を充
実させる。

・法人経営および大学運営
に資するデータについて、
役員連絡会等において情報
共有を行う。

・公開したデータカタログお
よび琉大IRダッシュボードの
内容を充実させ、後者にお
いては令和５年度の公開時
よりデータの種類を50%以上
増加させる。

・法人経営および大学運営
に資するデータについて、
役員連絡会等において情報
共有を行う。

・公開したデータカタログお
よび琉大IRダッシュボードの
内容を充実させる。

・法人経営および大学運営
に資するデータについて、
役員連絡会等において情報
共有を行う。

・公開したデータカタログお
よび琉大IRダッシュボードの
内容を充実させ、後者にお
いては令和５年度の公開時
よりデータの種類を100%以
上増加させる。

・法人経営および大学運営
に資するデータについて、
役員連絡会等において情報
共有を行う。

56

保有資産の有効活用を推進する体
制を整備し、第三者への新たな土地
貸付を行うなど大学が保有する土地
の有効活用策を検討する。また、
ネーミングライツや講義室の外部貸
出拡充による既存施設の積極的活
用、全学共用スペースの戦略的活用
により、外部資金を獲得する。

雑収入（保有資産の有効活用にかかわるも
の）の額
【令和２年度財務諸表の損益計算書に記載さ
れた雑益のうち、財産貸付料収入、寄宿舎料
収入、手数料収入の合計額（238,150千円）を
第４期中期目標期間最終年度までに50%以上
増加させる。】

・財務担当理事のもと、財
務企画課および施設企画
課を中心に保有資産の有
効活用を推進する体制整備
として、資産活用推進室を
設置する。

・資産活用推進室におい
て、大学が保有する土地の
有効活用策および既存施
設の積極的活用、全学共用
スペースの戦略的活用等、
収入増の方策を検討する。

・令和２年度財務諸表の損
益計算書に記載された雑益
のうち、財産貸付料収入、
寄宿舎料収入、手数料収入
の合計額（238,150千円）と
同水準を維持する。

・第三者への新たな土地貸
付など大学が保有する土地
の有効活用策を検討し、実
施する。

・ネーミングライツや講義室
の外部貸出拡充による既存
施設の積極的活用、全学共
用スペースの戦略的活用策
等について検討し、実施す
る。

・令和２年度財務諸表の損
益計算書に記載された雑益
のうち、財産貸付料収入、
寄宿舎料収入、手数料収入
の合計額（238,150千円）と
比較して30%以上増加させ
る。

・第三者への新たな土地貸
付など大学が保有する土地
の有効活用策を検証し、必
要に応じて改善を行う。

・ネーミングライツや講義室
の外部貸出拡充による既存
施設の積極的活用、全学共
用スペースの戦略的活用策
等について検証し、必要に
応じて改善を行う。

・令和２年度財務諸表の損
益計算書に記載された雑益
のうち、財産貸付料収入、
寄宿舎料収入、手数料収入
の合計額（238,150千円）と
比較して35%以上増加させ
る。

・第三者への新たな土地貸
付など大学が保有する土地
の有効活用策を検証し、必
要に応じて改善を行う。

・ネーミングライツや講義室
の外部貸出拡充による既存
施設の積極的活用、全学共
用スペースの戦略的活用策
等について検証し、必要に
応じて改善を行う。

・令和２年度財務諸表の損
益計算書に記載された雑益
のうち、財産貸付料収入、
寄宿舎料収入、手数料収入
の合計額（238,150千円）と
比較して40%以上増加させ
る。

・第三者への新たな土地貸
付など大学が保有する土地
の有効活用策を検証し、必
要に応じて改善を行う。

・ネーミングライツや講義室
の外部貸出拡充による既存
施設の積極的活用、全学共
用スペースの戦略的活用策
等について検証し、必要に
応じて改善を行う。

・令和２年度財務諸表の損
益計算書に記載された雑益
のうち、財産貸付料収入、
寄宿舎料収入、手数料収入
の合計額（238,150千円）と
比較して45%以上増加させ
る。

・第三者への新たな土地貸
付など大学が保有する土地
の有効活用策を検証し、必
要に応じて改善を行う。

・ネーミングライツや講義室
の外部貸出拡充による既存
施設の積極的活用、全学共
用スペースの戦略的活用策
等について検証し、必要に
応じて改善を行う。

・令和２年度財務諸表の損
益計算書に記載された雑益
のうち、財産貸付料収入、
寄宿舎料収入、手数料収入
の合計額（238,150千円）と
比較して50%以上増加させ
る。
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57

「国立大学法人琉球大学総合的な人
事方針」に基づき、教員人事につい
ては原則として公募により行い、研
究および教育に関する業績、社会貢
献、国際連携および大学等の管理運
営に関する実績等を総合的に評価
することにより、国内外問わず多様
で優秀な人材を獲得することに努め
る。教員選考に際しては、教育およ
び研究上の指導能力評価に加え、
面接等による人物評価を行う。

①総合的な評価による大学教員人事の実施
【公募に基づくすべての大学教員の人事にお
いて、業績や実績等の評価、教育および研究
上の指導能力評価、面接等による人物評価な
ど総合的な評価による人事を実施する。】

②多様な人材の確保
【女性限定公募等、属性にスポットを当てた公
募を実施することにより、多様な人材を確保す
る。】

・総合的な評価による教員
人事を行うため、採用プロ
セスの各段階における内容
について、教員人事学長諮
問委員会で確認し、必要に
応じて再検討を促す。

・「国立大学法人琉球大学
総合的な人事方針」に基づ
き、原則として公募により教
員採用人事を行い、国内外
問わず多様で優秀な人材を
獲得する。

・総合的な評価による教員
人事を行うため、採用プロ
セスの各段階における内容
について、教員人事学長諮
問委員会で確認し、必要に
応じて再検討を促す。

・「国立大学法人琉球大学
総合的な人事方針」に基づ
き、原則として公募により教
員採用人事を行い、国内外
問わず多様で優秀な人材を
獲得する。

・総合的な評価による教員
人事を行うため、採用プロ
セスの各段階における内容
について、教員人事学長諮
問委員会で確認し、必要に
応じて再検討を促す。

・「国立大学法人琉球大学
総合的な人事方針」に基づ
き、原則として公募により教
員採用人事を行い、国内外
問わず多様で優秀な人材を
獲得する。

・総合的な評価による教員
人事を行うため、採用プロ
セスの各段階における内容
について、教員人事学長諮
問委員会で確認し、必要に
応じて再検討を促す。

・「国立大学法人琉球大学
総合的な人事方針」に基づ
き、原則として公募により教
員採用人事を行い、国内外
問わず多様で優秀な人材を
獲得する。

・総合的な評価による教員
人事を行うため、採用プロ
セスの各段階における内容
について、教員人事学長諮
問委員会で確認し、必要に
応じて再検討を促す。

・「国立大学法人琉球大学
総合的な人事方針」に基づ
き、原則として公募により教
員採用人事を行い、国内外
問わず多様で優秀な人材を
獲得する。

・総合的な評価による教員
人事を行うため、採用プロ
セスの各段階における内容
について、教員人事学長諮
問委員会で確認し、必要に
応じて再検討を促す。

・「国立大学法人琉球大学
総合的な人事方針」に基づ
き、原則として公募により教
員採用人事を行い、国内外
問わず多様で優秀な人材を
獲得する。

58

教員業績評価の結果について分析・
検証を行い、その結果に基づき、教
員の教育研究活動等に関する力量
の高度化に資するための取組を実
施する。

①教員業績評価結果に関する分析・検証の実
施
【毎年度、教員業績評価結果に関する分析・検
証を実施し、そのデータを公式Webサイトにお
いて公表する。】

②教員の力量の高度化のための取組の実施
【教員業績評価結果に関する分析・検証に基
づき、令和９年度までに１件以上の取組を実施
する。】

・全学業績評価委員会にお
いて教員業績評価制度およ
び実施方法等について検証
し、必要に応じて改善を行
う。

・教員業績評価結果の分析
を行い、関連データをWeb
サイトにおいて公表する。

・全学業績評価委員会にお
いて教員業績評価制度およ
び実施方法等について検証
し、必要に応じて改善を行
う。

・教員業績評価結果の分析
を行い、関連データをWeb
サイトにおいて公表する。

・全学業績評価委員会にお
いて教員業績評価制度およ
び実施方法等について検証
し、必要に応じて改善を行
う。

・教員業績評価結果の分析
を行い、関連データをWeb
サイトにおいて公表する。

・教員業績評価制度を活用
した教員の力量高度化のた
めの取組を検討する。

・全学業績評価委員会にお
いて教員業績評価制度およ
び実施方法等について検証
し、必要に応じて改善を行
う。

・教員業績評価結果の分析
を行い、関連データをWeb
サイトにおいて公表する。

・教員業績評価制度を活用
した教員の力量高度化のた
めの取組を検討する。

・全学業績評価委員会にお
いて教員業績評価制度およ
び実施方法等について検証
し、必要に応じて改善を行
う。

・教員業績評価結果の分析
を行い、関連データをWeb
サイトにおいて公表する。

・教員の力量高度化のため
の取組を実施する。

・全学業績評価委員会にお
いて教員業績評価制度およ
び実施方法等について検証
し、必要に応じて改善を行
う。

・教員業績評価結果の分析
を行い、関連データをWeb
サイトにおいて公表する。

・教員の力量高度化のため
の取組について検証し、必
要に応じて改善を行う。
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59

多様な教職員構成の実現に向けた
取組の一環として、障がい者や女性
教職員の在職者比率を向上させる。
特に女性教員の採用においては、女
性限定公募やインセンティブ経費配
分等のポジティブアクションを実施す
るとともに、女性教授等の確保に努
め、指導的地位における女性比率を
高める。

①障がい者雇用率
【障がい者雇用率を法定雇用率以上とする。】

②女性限定公募の実施数
【毎年度１件以上の公募を実施する。】

③女性教授限定公募の実施数
【毎年度１件以上の公募を実施する。】

④インセンティブ経費の配分人数
【インセンティブ経費を毎年度３人以上配分す
る。】

・障がい者雇用の理解を深
めるための取組を実施し、
障がい者が働きやすい環境
を整えることで、障がい者雇
用率の向上を図る。

・女性教員の在職者比率向
上のため、女性限定公募や
女性教授限定公募の実施
に取り組む。

・女性教員を採用した部局
等に対しインセンティブ経費
を配分することにより、女性
教員の採用を促進する。

・障がい者雇用の理解を深
めるための取組を実施し、
障がい者が働きやすい環境
を整えることで、障がい者雇
用率の向上を図る。

・女性教員の在職者比率向
上のため、女性限定公募や
女性教授限定公募の実施
に取り組む。

・女性教員を採用した部局
等に対しインセンティブ経費
を配分することにより、女性
教員の採用を促進する。

・障がい者雇用の理解を深
めるための取組を実施し、
障がい者が働きやすい環境
を整えることで、障がい者雇
用率の向上を図る。

・女性教員の在職者比率向
上のため、女性限定公募や
女性教授限定公募の実施
に取り組む。

・女性教員を採用した部局
等に対しインセンティブ経費
を配分することにより、女性
教員の採用を促進する。

・障がい者雇用の理解を深
めるための取組を実施し、
障がい者が働きやすい環境
を整えることで、障がい者雇
用率の向上を図る。

・女性教員の在職者比率向
上のため、女性限定公募や
女性教授限定公募の実施
に取り組む。

・女性教員を採用した部局
等に対しインセンティブ経費
を配分することにより、女性
教員の採用を促進する。

・障がい者雇用の理解を深
めるための取組を実施し、
障がい者が働きやすい環境
を整えることで、障がい者雇
用率の向上を図る。

・女性教員の在職者比率向
上のため、女性限定公募や
女性教授限定公募の実施
に取り組む。

・女性教員を採用した部局
等に対しインセンティブ経費
を配分することにより、女性
教員の採用を促進する。

・障がい者雇用の理解を深
めるための取組を実施し、
障がい者が働きやすい環境
を整えることで、障がい者雇
用率の向上を図る。

・女性教員の在職者比率向
上のため、女性限定公募や
女性教授限定公募の実施
に取り組む。

・女性教員を採用した部局
等に対しインセンティブ経費
を配分することにより、女性
教員の採用を促進する。

60

ダイバーシティ推進の啓発に努める
とともに、多様性に富んだ人材のライ
フイベントを支援することにより、
ワークライフバランスを強化し、SDGs
の理念である「誰一人取り残さない」
の実現に向けて、働きがいのある職
場の実現に取り組む。

①ダイバーシティ推進セミナーの開催数
【毎年度１回以上セミナーを開催する。】

②介護帰省費用補助事業の支援数
【毎年度５件以上を支援する。】

③育児サポート・サービスと病児・病後児保育
の利用料補助の支援数
【毎年度10件以上を支援する。】

※育児サポート・サービスとは、本学に在職す
る教職員が、自治体等が運営するファミリー・
サポート・センターを利用する場合に、利用料
の補助を受けられる事業のこと。

・ダイバーシティ推進セミ
ナー、介護帰省費用補助事
業、育児サポート・サービス
および病児・病後児保育利
用料補助事業等を実施す
る。

・ダイバーシティ推進に関す
る事業について検証し、必
要に応じて改善を行う。

・ダイバーシティ推進セミ
ナー、介護帰省費用補助事
業、育児サポート・サービス
および病児・病後児保育利
用料補助事業等を実施す
る。

・ダイバーシティ推進に関す
る事業について検証し、必
要に応じて改善を行う。

・ダイバーシティ推進セミ
ナー、介護帰省費用補助事
業、育児サポート・サービス
および病児・病後児保育利
用料補助事業等を実施す
る。

・ダイバーシティ推進に関す
る事業について検証し、必
要に応じて改善を行う。

・ダイバーシティ推進セミ
ナー、介護帰省費用補助事
業、育児サポート・サービス
および病児・病後児保育利
用料補助事業等を実施す
る。

・ダイバーシティ推進に関す
る事業について検証し、必
要に応じて改善を行う。

・ダイバーシティ推進セミ
ナー、介護帰省費用補助事
業、育児サポート・サービス
および病児・病後児保育利
用料補助事業等を実施す
る。

・ダイバーシティ推進に関す
る事業について検証し、必
要に応じて改善を行う。

・ダイバーシティ推進セミ
ナー、介護帰省費用補助事
業、育児サポート・サービス
および病児・病後児保育利
用料補助事業等を実施す
る。

・ダイバーシティ推進に関す
る事業について検証し、必
要に応じて改善を行う。
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61

教員、技術職員およびURAにより、
本学と企業等との連携を推進し、組
織横断的な協働体制を強化する。

①URAおよび技術職員が関わった共同研究
実施件数
【URAおよび技術職員が関わった共同研究の
年平均実施件数を第３期中期目標期間（平成
28年度～令和２年度）より増加させる。】

②URAおよび技術職員が関わった受託研究
実施件数
【URAおよび技術職員が関わった受託研究の
年平均実施件数を第３期中期目標期間（平成
28年度～令和２年度）より増加させる。】

・研究支援組織間および教
員（研究の主体）・技術職員
（分析支援）・URA（企画、学
内外の調整支援）の連携強
化に関する取組を行う。

・組織的な研究力向上に関
する取組を強化することに
より、企業等との連携拡充
に繋げる。

・研究支援組織間および教
員（研究の主体）・技術職員
（分析支援）・URA（企画、学
内外の調整支援）の連携強
化に関する取組を行う。

・組織的な研究力向上に関
する取組を強化することに
より、企業等との連携拡充
に繋げる。

・研究支援組織間および教
員（研究の主体）・技術職員
（分析支援）・URA（企画、学
内外の調整支援）の連携強
化に関する取組を行う。

・組織的な研究力向上に関
する取組を強化することに
より、企業等との連携拡充
に繋げる。

・研究支援組織間および教
員（研究の主体）・技術職員
（分析支援）・URA（企画、学
内外の調整支援）の連携強
化に関する取組を行う。

・組織的な研究力向上に関
する取組を強化することに
より、企業等との連携拡充
に繋げる。

・研究支援組織間および教
員（研究の主体）・技術職員
（分析支援）・URA（企画、学
内外の調整支援）の連携強
化に関する取組を行う。

・組織的な研究力向上に関
する取組を強化することに
より、企業等との連携拡充
に繋げる。

・研究支援組織間および教
員（研究の主体）・技術職員
（分析支援）・URA（企画、学
内外の調整支援）の連携強
化に関する取組を行う。

・組織的な研究力向上に関
する取組を強化することに
より、企業等との連携拡充
に繋げる。

62

FDマップに基づいた、組織的・体系
的なFDの実施体制・内容を充実さ
せ、計画的に実施するとともに、実施
されたFDを録画・データ化することに
より、利活用の効率的促進を進め
る。また、「琉球大学職員研修～
ちゅーばー職員育成プラン～」構想
に基づき、職員の資質の高度化に向
けた取組を実施する。

①FDマップに基づいたFDの実施回数
【FDマップに基づいたFDを毎年度８回以上実
施する。】

②FDマップに基づいたFDの参加者数
【毎年度の対面参加者数および動画視聴数合
計で延べ400名以上とする。】

③「琉球大学職員研修ガイドブック」に沿った
研修実施体制の整備
【計画に沿った取組を実施するための体制を
令和６年度までに整え、研修内容を充実させ
る。】

・FDマップに基づき、計画的
にFDを実施する。

・実施されたFDを録画・デー
タ化し、Webサイトに掲載す
るなど、効率的な利活用を
促進する。

・「琉球大学職員研修ガイド
ブック」に基づき、研修の効
果等について検証し、必要
に応じて改善を行う。

・FDマップに基づいた、計画
的なFDの実施状況等につ
いて検証し、必要に応じて
改善を行う。

・実施されたFDを録画・デー
タ化し、Webサイトに掲載す
るなど、効率的な利活用を
促進する。

・「琉球大学職員研修ガイド
ブック」に基づき、研修の効
果等について検証し、必要
に応じて改善を行う。

・職員研修の実施体制の整
備について検討する。

・FDマップに基づいた、計画
的なFDの実施状況等につ
いて検証し、必要に応じて
改善を行う。

・実施されたFDを録画・デー
タ化し、Webサイトに掲載す
るなど、効率的な利活用を
促進する。

・「琉球大学職員研修ガイド
ブック」に基づき、研修の効
果等について検証し、必要
に応じて改善を行う。

・職員研修の実施体制を整
備する。

・FDマップに基づいた、計画
的なFDの実施状況等につ
いて検証し、必要に応じて
改善を行う。

・実施されたFDを録画・デー
タ化し、Webサイトに掲載す
るなど、効率的な利活用を
促進する。

・「琉球大学職員研修ガイド
ブック」に基づき、研修の効
果等について検証し、必要
に応じて改善を行う。

・FDマップに基づいた、計画
的なFDの実施状況等につ
いて検証し、必要に応じて
改善を行う。

・実施されたFDを録画・デー
タ化し、Webサイトに掲載す
るなど、効率的な利活用を
促進する。

・「琉球大学職員研修ガイド
ブック」に基づき、研修の効
果等について検証し、必要
に応じて改善を行う。

・FDマップに基づいた、計画
的なFDの実施状況等につ
いて検証し、必要に応じて
改善を行う。

・実施されたFDを録画・デー
タ化し、Webサイトに掲載す
るなど、効率的な利活用を
促進する。

・「琉球大学職員研修ガイド
ブック」に基づき、研修の効
果等について検証し、必要
に応じて改善を行う。
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63

裁量労働制導入に伴う諸課題を分
析した上で、本学における導入につ
いて検討を進める。また、在宅勤務
制度導入後に把握した課題等を整
理し改善することでリモートワークの
質的向上を図る。さらに、時差出勤
制度を新たに導入することで、勤務
時間に弾力性を持たせ、多様かつ柔
軟性のある働き方を支援し、教職員
のワークライフバランスを向上させ
る。

①専門業務型裁量労働制導入済み大学等に
おける具体的な課題調査および分析
【令和４年度中に調査および分析を行う。】

②在宅勤務規程の見直し（課題解消のため必
要な場合に限る。）
【令和５年度までに規程改正を行う。】

③時差出勤制度の導入
【令和６年度までに関連規程を制定する。】

④時差出勤制度対象職員の同制度利用率
【制度導入後の利用率を毎年度10％以上とす
る。】

・専門業務型裁量労働制の
導入について、検討委員会
を設置し、検討を行う。

・在宅勤務制度について検
証する。

・時差出勤制度の導入につ
いて、検討委員会を設置
し、検討を行う。

・専門業務型裁量労働制の
導入について、検討委員会
において検討を行う。

・在宅勤務制度について検
証し、必要に応じて改善を
行う。

・時差出勤制度の導入につ
いて、検討委員会において
検討を行う。

・専門業務型裁量労働制お
よび時差出勤制度を導入す
る。

・在宅勤務制度について検
証し、必要に応じて改善を
行う。

・時差出勤制度を周知し、
同制度利用率の向上を図
る。

・専門業務型裁量労働制に
ついて検証し、必要に応じ
て改善を行う。

・在宅勤務制度について検
証し、必要に応じて改善を
行う。

・時差出勤制度について検
証し、必要に応じて改善を
行う。

・時差出勤制度を周知し、
同制度利用率の向上を図
る。

・専門業務型裁量労働制に
ついて検証し、必要に応じ
て改善を行う。

・在宅勤務制度について検
証し、必要に応じて改善を
行う。

・時差出勤制度について検
証し、必要に応じて改善を
行う。

・時差出勤制度を周知し、
同制度利用率の向上を図
る。

・専門業務型裁量労働制に
ついて検証し、必要に応じ
て改善を行う。

・在宅勤務制度について検
証し、必要に応じて改善を
行う。

・時差出勤制度について検
証し、必要に応じて改善を
行う。

・時差出勤制度を周知し、
同制度利用率の向上を図
る。

64

コンプライアンス・危機管理室のイニ
シアティブによるコンプライアンス計
画の進捗管理を行い、コンプライアン
スの観点から必要な措置または改善
に繋げる。
（中期計画その他の記載事項）

①コンプライアンス研修の実施
【大学業務における法令遵守のための事例を
内容に含めた研修を年１回以上実施する。】

②研究に関するコンプライアンス計画の進捗
確認および助言・指導
【不正防止計画推進室による不正防止計画に
基づき、各種規程、規範および方針の周知を
徹底するとともに、年１回以上会議を開催し取
りまとめを行う。】

・コンプライアンス・危機管
理室において、コンプライア
ンスに関する研修計画の実
施状況について確認・検証
し、必要に応じて改善を行
う。

・研究に関する不正防止計
画の実施状況を確認し、必
要に応じて改善を行う。

・研究に関する不正防止計
画に基づく各種規程、規範
および方針の周知を徹底す
る。

・研究倫理教育等に関する
eラーニングを実施し、不正
防止の意識を高める。

・コンプライアンス・危機管
理室において、コンプライア
ンスに関する研修計画の実
施状況について確認・検証
し、必要に応じて改善を行
う。

・研究に関する不正防止計
画の実施状況を確認し、必
要に応じて改善を行う。

・研究に関する不正防止計
画に基づく各種規程、規範
および方針の周知を徹底す
る。

・研究倫理教育等に関する
eラーニングを実施し、不正
防止の意識を高める。

・コンプライアンス・危機管
理室において、コンプライア
ンスに関する研修計画の実
施状況について確認・検証
し、必要に応じて改善を行
う。

・研究に関する不正防止計
画の実施状況を確認し、必
要に応じて改善を行う。

・研究に関する不正防止計
画に基づく各種規程、規範
および方針の周知を徹底す
る。

・研究倫理教育等に関する
eラーニングを実施し、不正
防止の意識を高める。

・コンプライアンス・危機管
理室において、コンプライア
ンスに関する研修計画の実
施状況について確認・検証
し、必要に応じて改善を行
う。

・研究に関する不正防止計
画の実施状況を確認し、必
要に応じて改善を行う。

・研究に関する不正防止計
画に基づく各種規程、規範
および方針の周知を徹底す
る。

・研究倫理教育等に関する
eラーニングを実施し、不正
防止の意識を高める。

・コンプライアンス・危機管
理室において、コンプライア
ンスに関する研修計画の実
施状況について確認・検証
し、必要に応じて改善を行
う。

・研究に関する不正防止計
画の実施状況を確認し、必
要に応じて改善を行う。

・研究に関する不正防止計
画に基づく各種規程、規範
および方針の周知を徹底す
る。

・研究倫理教育等に関する
eラーニングを実施し、不正
防止の意識を高める。

・コンプライアンス・危機管
理室において、コンプライア
ンスに関する研修計画の実
施状況について確認・検証
し、必要に応じて改善を行
う。

・研究に関する不正防止計
画の実施状況を確認し、必
要に応じて改善を行う。

・研究に関する不正防止計
画に基づく各種規程、規範
および方針の周知を徹底す
る。

・研究倫理教育等に関する
eラーニングを実施し、不正
防止の意識を高める。
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65

ハラスメント相談支援センターの活
動内容を広く周知することで、構成員
が安心して相談できる体制を強化す
るとともに、教職員を対象にハラスメ
ント防止研修を企画し実施する。ま
た、ハラスメント相談の範疇に該当し
ない案件について、関係組織が提供
するカウンセリング等のサービスへ
誘導するなど、関係組織間の連携に
より分かりやすい情報発信を行う。

①ハラスメント相談支援センター公式Webサイ
トのリニューアル実施
【令和４年度中にリニューアルを実施する。】

②教職員を対象としたハラスメント防止研修
（eラーニングを予定）の企画・実施
【令和５年度までに研修を開始し、以降毎年度
実施する。】

③ハラスメント相談支援センター公式Webサイ
ト内で保健管理センターが提供するカウンセリ
ングや健康相談に関するリンク掲載
【令和４年度中にリンクの掲載を実施する。】

・ハラスメント相談支援セン
ターの活動内容をより広く
周知するため、公式Webサ
イトをリニューアルする。

・活動内容、相談体制を掲
載した現行のリーフレット等
について、効果的な活用と
広報に関する検討を行う。

・ハラスメント防止研修の内
容等を検証・改善し、eラー
ニング等による研修の実施
についても検討する。

・ハラスメント相談支援セン
ター相談員の資質向上等に
よる相談室の体制の強化を
検討する。

・必要に応じてWebサイトを
見直し、活動内容、相談体
制等に関する情報発信を強
化する。

・リーフレット等について、リ
ニューアルを行う。

・教職員向けに、eラーニン
グ等によるハラスメント防止
研修を必修化する。

・ハラスメント相談支援セン
ター相談室の体制等につい
て検証し、必要に応じて改
善を検討する。

・必要に応じてWebサイトを
見直し、活動内容、相談体
制等に関する情報発信を強
化する。

・教職員向けに、eラーニン
グ等によるハラスメント防止
研修を実施する。

・ハラスメント相談支援セン
ター相談室の体制等につい
て検証し、必要に応じて改
善を行う。

・必要に応じてWebサイトを
見直し、活動内容、相談体
制等に関する情報発信を強
化する。

・教職員向けに、eラーニン
グ等によるハラスメント防止
研修を実施する。

・ハラスメント相談支援セン
ター相談室の体制等につい
て検証し、必要に応じて改
善を行う。

・必要に応じてWebサイトを
見直し、活動内容、相談体
制等に関する情報発信を強
化する。

・教職員向けに、eラーニン
グ等によるハラスメント防止
研修を実施する。

・ハラスメント相談支援セン
ター相談室の体制等につい
て検証し、必要に応じて改
善を行う。

・必要に応じてWebサイトを
見直し、活動内容、相談体
制等に関する情報発信を強
化する。

・教職員向けに、eラーニン
グ等によるハラスメント防止
研修を実施する。

・ハラスメント相談支援セン
ター相談室の体制等につい
て検証し、必要に応じて改
善を行う。

66

内部統制チェックリストを用いて内部
統制システムの体制を強化するとと
もに、内部監査等により業務の適正
かつ効率的な運営を確保する。

①内部統制システムの運用強化
【内部統制チェックリストによる点検を毎年度
実施し、その結果から、未対応であるものにつ
いて改善を行う。】

②内部統制システムの見直し
【内部統制チェックの在り方について定期的に
見直しを行うとともに改善を図りつつ内部統制
システムの必要な見直しを行う。】

③内部監査の実施件数
【業務監査および会計監査を年４件以上実施
し、それぞれの結果等を学内に広く開示す
る。】

・内部統制チェックリストに
よる点検を行い、対応が不
十分な事項について、必要
に応じて改善を行う。

・内部統制システムについ
て検証し、必要に応じて改
善を行う。

・監査室において内部監査
を年４件以上実施し、監査
手順書やチェックリスト等の
点検を行う。

・内部統制チェックリストに
よる点検を行い、対応が不
十分な事項について、必要
に応じて改善を行う。

・内部統制チェックリストの
内容等を検証し、必要に応
じて改善を行う。

・内部統制システムについ
て検証し、必要に応じて改
善を行う。

・監査室において内部監査
を年４件以上実施し、監査
手順書やチェックリスト等の
点検を行う。

・内部統制チェックリストに
よる点検を行い、対応が不
十分な事項について、必要
に応じて改善を行う。

・内部統制チェックリストの
内容等を検証し、必要に応
じて改善を行う。

・内部統制システムについ
て検証し、必要に応じて改
善を行う。

・監査室において内部監査
を年４件以上実施し、監査
手順書やチェックリスト等の
点検を行う。

・内部統制チェックリストに
よる点検を行い、対応が不
十分な事項について、必要
に応じて改善を行う。

・内部統制チェックリストの
内容等を検証し、必要に応
じて改善を行う。

・内部統制システムについ
て検証し、必要に応じて改
善を行う。

・監査室において内部監査
を年４件以上実施し、監査
手順書やチェックリスト等の
点検を行う。

・内部統制チェックリストに
よる点検を行い、対応が不
十分な事項について、必要
に応じて改善を行う。

・内部統制チェックリストの
内容等を検証し、必要に応
じて改善を行う。

・内部統制システムについ
て検証し、必要に応じて改
善を行う。

・監査室において内部監査
を年４件以上実施し、監査
手順書やチェックリスト等の
点検を行う。

・内部統制チェックリストに
よる点検を行い、対応が不
十分な事項について、必要
に応じて改善を行う。

・内部統制チェックリストの
内容等を検証し、必要に応
じて改善を行う。

・内部統制システムについ
て検証し、必要に応じて改
善を行う。

・監査室において内部監査
を年４件以上実施し、監査
手順書やチェックリスト等の
点検を行う。
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67

教職員間のインターナルコミュニ
ケーションの向上に資するため、学
内限定Webサイト「学内広報」におけ
るお知らせやイベント情報の積極的
な発信、学内周知文書等の効率化
および意思決定プロセスとしての学
内委員会に関する情報を充実させ
る。

①学内限定Webサイトでの諸情報の発信件数
【リニューアル実施年度（令和３年度）における
発信数（424件※1月末時点暫定値）より20％
以上増加させる。】

②学内限定Webサイトへの新機能の追加
【教職員間のコミュニケーションに資する多様
な学内ニュースの配信を目的とした新規コンテ
ンツを作成する。】

・お知らせやイベント情報を
積極的に発信し、リニューア
ル実施年度（令和３年度）に
おける発信件数より15%以
上増加させる。

・広報戦略本部において学
内ニュース等の配信に関す
る新規コンテンツの導入に
ついて検討する。

・学内広報の活用による学
内文書の周知方法の効率
化および学内委員会に関す
る情報等の充実を図る。

・お知らせやイベント情報を
積極的に発信し、リニューア
ル実施年度（令和３年度）に
おける発信件数より16%以
上増加させる。

・広報戦略本部において学
内ニュース等の配信に関す
る新規コンテンツを導入す
る。

・学内広報の活用による学
内文書の周知方法の効率
化および学内委員会に関す
る情報等の充実等について
検証し、必要に応じて改善
を行う。

・お知らせやイベント情報を
積極的に発信し、リニューア
ル実施年度（令和３年度）に
おける発信件数より17%以
上増加させる。

・学内ニュース等の配信に
関する新規コンテンツにつ
いて検証し、必要に応じて
改善を行う。

・学内広報の活用による学
内文書の周知方法の効率
化および学内委員会に関す
る情報等の充実等について
検証し、必要に応じて改善
を行う。

・お知らせやイベント情報を
積極的に発信し、リニューア
ル実施年度（令和３年度）に
おける発信件数より18%以
上増加させる。

・学内ニュース等の配信に
関する新規コンテンツにつ
いて検証し、必要に応じて
改善を行う。

・学内広報の活用による学
内文書の周知方法の効率
化および学内委員会に関す
る情報等の充実等について
検証し、必要に応じて改善
を行う。

・お知らせやイベント情報を
積極的に発信し、リニューア
ル実施年度（令和３年度）に
おける発信件数より19%以
上増加させる。

・学内ニュース等の配信に
関する新規コンテンツにつ
いて検証し、必要に応じて
改善を行う。

・学内広報の活用による学
内文書の周知方法の効率
化および学内委員会に関す
る情報等の充実等について
検証し、必要に応じて改善
を行う。

・お知らせやイベント情報を
積極的に発信し、リニューア
ル実施年度（令和３年度）に
おける発信件数より20%以
上増加させる。

・学内ニュース等の配信に
関する新規コンテンツにつ
いて検証し、必要に応じて
改善を行う。

・学内広報の活用による学
内文書の周知方法の効率
化および学内委員会に関す
る情報等の充実等について
検証し、必要に応じて改善
を行う。

68

職員の文化、教養、スポーツ活動等
の自主的組織を支援し、各組織が自
発的に情報発信を可能とする専用
Webサイトの設置により、職種や職
階を超えて教職員が交流する機会を
創出する。

①専用Webサイトへの掲載組織数
【令和４年度中に10団体以上掲載する。】

②専用Webサイトへのアクセス数
【第４期中期目標期間最終年度におけるアクセ
ス数を、令和６年度のアクセス数の２倍以上に
増加させる。】

・教職員間交流の契機とな
るよう、職員の文化、教養、
スポーツ活動等の団体が活
動状況等を発信できる専用
Webサイトを設置する。

・専用Webサイトについて学
内周知を行い、情報を積極
的に発信する。

・専用Webサイトについて学
内周知を行い、情報を積極
的に発信する。

・専用Webサイトについて学
内周知を行い、情報を積極
的に発信する。

・専用Webサイトについて学
内周知を行い、情報を積極
的に発信する。

・専用Webサイトについて学
内周知を行い、情報を積極
的に発信する。

・専用Webサイトについて学
内周知を行い、情報を積極
的に発信する。

34 / 35 



令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

番
号

ビジョン計画
（中期計画含む）

評価指標および達成水準
年度計画

69

「広報を共創する」を広報戦略の基
本として、学内外のステークホル
ダーとの繋がりを強化するとともに、
動画等コンテンツを用いるなどによ
り、本学の強み・魅力・特色などの情
報を分かりやすく発信する。
（中期計画12-2）

①学内外ステークホルダーとの対話等の機会
の拡充
【第４期中期目標期間内に学外有識者、報道
機関、学生、教職員などの学内外ステークホ
ルダーとの対話等の機会を拡充し、新規開設
を含む懇談会等を年12回以上（令和２年度実
績：９回）実施する。】

②琉球大学公式Webサイト訪問者数
【第４期中期目標期間内における年平均訪問
者数を第３期中期目標期間（平成28年度～令
和２年度）の年平均訪問者数（319,168件）から
20％以上増加させる。】

③プレスリリース数
【第４期中期目標期間内における年平均プレス
リリース数を第３期中期目標期間（平成28年度
～令和２年度）の年平均プレスリリース数（95
件）から10％以上増加させる。】

・ステークホルダーとの懇談
会等を年12回以上実施し、
ステークホルダーのニーズ
を正確かつタイムリーに把
握する。

・大学広報・広聴・情報公
開・インナーコミュニケーショ
ンの４軸から、広報戦略プラ
ンを策定する。

・琉球大学公式Webサイトの
訪問者数を増やすための取
組を行い、第３期中期目標
期間の年平均訪問者数か
ら18％以上増加させる。

・プレスリリース数を第３期
中期目標期間の年平均プ
レスリリース数から８％以上
増加させる。

・ステークホルダーとの懇談
会等を年12回以上実施し、
ステークホルダーのニーズ
を正確かつタイムリーに把
握する。

・広報戦略プランの見直しと
再設計を行う。

・琉球大学公式Webサイトの
訪問者数を増やすための取
組を行い、第３期中期目標
期間の年平均訪問者数か
ら19％以上増加させる。

・プレスリリース数を第３期
中期目標期間の年平均プ
レスリリース数から９％以上
増加させる。

・ステークホルダーとの懇談
会等を年12回以上実施し、
ステークホルダーのニーズ
を正確かつタイムリーに把
握する。

・広報戦略プランの見直しと
再設計を行う。

・琉球大学公式Webサイトの
訪問者数を増やすための取
組を行い、第３期中期目標
期間の年平均訪問者数か
ら20％以上増加させる。

・プレスリリース数を第３期
中期目標期間の年平均プ
レスリリース数から10％以
上増加させる。

・ステークホルダーとの懇談
会等を年12回以上実施し、
ステークホルダーのニーズ
を正確かつタイムリーに把
握する。

・広報戦略プランの見直しと
再設計を行う。

・琉球大学公式Webサイトの
訪問者数を増やすための取
組を行い、第３期中期目標
期間の年平均訪問者数か
ら21％以上増加させる。

・プレスリリース数を第３期
中期目標期間の年平均プ
レスリリース数から11％以
上増加させる。

・ステークホルダーとの懇談
会等を年12回以上実施し、
ステークホルダーのニーズ
を正確かつタイムリーに把
握する。

・新たな広報戦略プランを
策定する。

・琉球大学公式Webサイトの
訪問者数を増やすための取
組を行い、第３期中期目標
期間の年平均訪問者数か
ら22％以上増加させる。

・プレスリリース数を第３期
中期目標期間の年平均プ
レスリリース数から12％以
上増加させる。

・ステークホルダーとの懇談
会等を年12回以上実施し、
ステークホルダーのニーズ
を正確かつタイムリーに把
握する。

・広報戦略プランの見直しと
再設計を行う。

・琉球大学公式Webサイトの
訪問者数を増やすための取
組を行い、第３期中期目標
期間の年平均訪問者数か
ら23％以上増加させる。

・プレスリリース数を第３期
中期目標期間の年平均プ
レスリリース数から13％以
上増加させる。

70

沖縄固有の生物群および生態系へ
の理解を深める諸活動を展開し、学
内外の様々なステークホルダーと協
働してその保全および持続的な利用
への道筋を明確化する。

①沖縄在来植物を利用したキャンパス整備
【キャンパス施設整備において、沖縄在来植物
の保全や配置を考慮した植栽等を行うととも
に、沖縄在来植物の認知度向上を図るため、
キャンパス内在来植物に樹名板等を整備し、
環境報告書等においてその活動を紹介する。】

②本学の施設（博物館、与那フィールド、瀬
底、西表等）を用いた市民向け諸活動の数
【沖縄固有の生物群および生態系への理解を
深めるため、本学の施設を用いた市民向け諸
活動を毎年度実施する。】

③沖縄の生態系、景観の保全に向けた学内
外のステークホルダーとの連携・協働の取組
件数
【第４期中期目標期間における最終年度まで
に20件の取組を実施し、環境報告書等におい
て公表する。】

・環境整備に関連した計画
に基づき、沖縄在来植物の
保全、植栽および樹名板等
の整備を行い、環境報告書
等においてその活動を紹介
する。

・沖縄固有の生物群および
生態系に関する市民向け講
座・セミナー等を実施する。

・沖縄固有の生物群および
生態系の保全に向けた学
内外のステークホルダーと
連携した活動を行う。

・環境整備に関連した計画
に基づき、沖縄在来植物の
保全、植栽および樹名板等
の整備を行い、環境報告書
等においてその活動を紹介
する。

・沖縄固有の生物群および
生態系に関する市民向け講
座・セミナー等を実施する。

・沖縄固有の生物群および
生態系の保全に向けた学
内外のステークホルダーと
連携した活動を行う。

・環境整備に関連した計画
に基づき、沖縄在来植物の
保全、植栽および樹名板等
の整備を行い、環境報告書
等においてその活動を紹介
する。

・沖縄固有の生物群および
生態系に関する市民向け講
座・セミナー等を実施する。

・沖縄固有の生物群および
生態系の保全に向けた学
内外のステークホルダーと
連携した活動を行う。

・環境整備に関連した計画
に基づき、沖縄在来植物の
保全、植栽および樹名板等
の整備を行い、環境報告書
等においてその活動を紹介
する。

・沖縄固有の生物群および
生態系に関する市民向け講
座・セミナー等を実施する。

・沖縄固有の生物群および
生態系の保全に向けた学
内外のステークホルダーと
連携した活動を行う。

・環境整備に関連した計画
に基づき、沖縄在来植物の
保全、植栽および樹名板等
の整備を行い、環境報告書
等においてその活動を紹介
する。

・沖縄固有の生物群および
生態系に関する市民向け講
座・セミナー等を実施する。

・沖縄固有の生物群および
生態系の保全に向けた学
内外のステークホルダーと
連携した活動を行う。

・環境整備に関連した計画
に基づき、沖縄在来植物の
保全、植栽および樹名板等
の整備を行い、環境報告書
等においてその活動を紹介
する。

・沖縄固有の生物群および
生態系に関する市民向け講
座・セミナー等を実施する。

・沖縄固有の生物群および
生態系の保全に向けた学
内外のステークホルダーと
連携した活動を行う。
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